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一
　
は　

じ　

め　

に（
１
）

１　

本
稿
の
目
的

　
「
抵
当
権
者
ハ
其
抵
当
権
ヲ
以
テ
他
ノ
債
権
ノ
担
保
ト
為
シ
又
同
一
ノ
債
務
者
ニ
対
ス
ル
他
ノ
債
権
者
ノ
利
益
ノ
為
メ
其
抵
当
権
若
ク
ハ

其
順
位
ヲ
譲
渡
シ
又
ハ
之
ヲ
放
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
す
る
民
法
三
七
五
条
一
項
（
本
稿
に
お
け
る
日
本
民
法
の
条
文
又
は
条
文
数
は

す
べ
て
原
始
規
定
の
そ
れ
で
あ
る
。）
は
、
五
つ
の
抵
当
権
処
分
（
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分（

２
）、

抵
当
権
譲
渡
、
抵
当
権
放
棄
、
抵
当
権
順

位
譲
渡
及
び
抵
当
権
順
位
放
棄
）
を
認
め
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
態
の
処
分
で
あ
る
か
に
つ
き
規
定
し
な
い
。
法
典
調
査

会
に
お
い
て
は
、
五
つ
の
抵
当
権
処
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
起
草
者
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る（

３
）が

、
問
題
は
、
そ
れ
が
何
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
三
七
五
条
の
原
案
で
あ
る
「
甲
第
十
九
号
議
案
」「
第
三
百
七
十
条
」（
以
下
「
原
案
三

七
〇
条
」
と
い
う（

４
）。）

の
「
参
照
」
条
文
と
し
て
は
「
担
二
四
四
、
仏
民
訴
七
七
五
、
同
千
八
百
五
十
五
年
三
月
二
十
三
日
法
九
、
千
八
百

八
十
九
年
二
月
十
三
日
法
、
澳
四
五
四
、
伊
一
九
九
四
、
グ
ラ
ウ
ブ
ユ
ン
デ
ン
二
九
六
、
ツ
ユ
ー
リ
ヒ
三
二
六
、
三
四
二
、
三
八
五
、
モ
ン

テ
ネ
グ
ロ
二
一
〇
、
二
一
五
、
二
一
六
、
西
一
八
七
八
、
白
草
二
三
〇
七
乃
至
二
三
〇
九
、
独
二
草
一
〇
五
八
、
一
〇
六
〇
、
一
〇
六
一
、

一
〇
七
二
、
一
〇
八
七（

５
）」

が
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
、
こ
の
条
の
法
典
調
査
会
の
審
議
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
「
参
照
」
条
文
の
他
に
、「
索

遜
民
法
」、「
羅
馬
法
」、「『
カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
』」、「
紐
育
民
法
草
案
」、「『
ヴ
ヲ
ー
』
ノ
民
法
」
及
び
フ
ラ
ン
ス
「
千
八
百
五
十
二
年
ノ
勅
令（

６
）」

（法政研究 85－３・４－86）
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に
言
及
さ
れ
る
が
、
法
典
調
査
会
に
お
け
る
梅
の
発
言
等
か
ら
、
原
案
三
七
〇
条
に
対
し
て
実
際
に
影
響
を
与
え
た
も
の
は
、
旧
民
法
債
権

担
保
編
二
四
四
条
及
び
フ
ラ
ン
ス
法
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
旧
民
法
の
影
響
に
つ
い
て
は
後
日
検
討
す
る
と
し
て
、
三
七
五
条
一
項
に
対

す
る
フ
ラ
ン
ス
四
法
令
（「
仏
民
訴
七
七
五
、
同
千
八
百
五
十
五
年
三
月
二
十
三
日
法
九
、
千
八
百
八
十
九
年
二
月
十
三
日
法
」、「
千
八
百

五
十
二
年
ノ
勅
令
」）
の
影
響
の
有
無
が
問
題
と
な
る
。

　

著
者
は
、
す
で
に
「
民
法
三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
」（
以
下
「
別
稿
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
、「
同
千
八
百
五
十

五
年
三
月
二
十
三
日
法
九
」、
す
な
わ
ち
一
八
五
五
年
三
月
二
三
日
法
（
以
下
「
一
八
五
五
年
法
」
と
い
う
。）
九
条（

７
）が

、
三
七
五
条
一
項
に

対
し
て
一
部
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

８
）。

す
な
わ
ち
、
抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
影
響
は
不
明
で
あ
り
、
抵
当
権
放
棄
及
び

抵
当
権
順
位
放
棄
の
処
分
形
態
に
対
す
る
影
響
は
否
定
さ
れ
る
が
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
及
び
抵
当
権
譲
渡
に
対
す
る
影
響
は
肯
定

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
仏
民
訴
七
七
五（

９
）」、

す
な
わ
ち
一
八
五
八
年
五
月
二
一
日
法
改
正
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
（
以
下
「
一
八
五
八

年
改
正
民
訴
法
」
と
い
う
。）
七
七
五
条
の
、
三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
影
響
は
明
確
に
否
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
梅
の
言
葉
を
借
り

る
な
ら
ば
原
案
三
七
〇
条
一
項
前
段
処
分
は
「
抵
当
ノ
抵
当

）
（1
（

」
で
あ
る
が
、「
仏
民
訴
七
七
五
」
は
「
抵
当
ノ
抵
当
ヲ
許
サ
ヌ
ト
云
フ
規
定

）
（（
（

」

に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
条
は
、
元
来
フ
ラ
ン
ス
法
が
原
案
三
七
〇
条
一
項
前
段
処
分
に
相
当
す
る
処
分
を
認
め
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
た
め

に
あ
げ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
三
七
五
条
一
項
に
一
部
影
響
を
与
え
た
一
八
五
五
年
法
九
条
は
「
妻
の
法
定
抵
当
権
代

位
（la subrogation à l'hypothèque légale de la fem

m
e m

ariée

）」（
以
下
「
法
定
抵
当
権
代
位
」
と
い
う
。）
と
い
わ
れ
る
妻
の

法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
の
合
意
を
は
じ
め
て
準
則
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
千
八
百
五
十
二
年
ノ
勅
令
」、
す
な
わ
ち
一
八
五
二
年
二
月
二

八
日
デ
ク
レ

）
（1
（

（
八
条
・
二
〇
条
）
は
、
法
定
抵
当
権
代
位
の
有
効
性
を
は
じ
め
て
立
法
的
に
承
認
し
た
に
す
ぎ
ず
、
具
体
的
な
こ
と
を
規
定

し
な
い
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
。
問
題
は
、「
千
八
百
八
十
九
年
二
月
十
三
日
法
」、
す

な
わ
ち
一
八
八
九
年
二
月
一
三
日
法
（
以
下
「
一
八
八
九
年
法
」
と
い
う

）
（1
（

。）
の
、
三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
影
響
の
有
無
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
第
二
章
に
お
い
て
一
八
八
九
年
法
の
概
要
を
詳
ら
か
に
し
た
上
で
、
第
三
章
に
お
い
て
三
七

（85－３・４－87）
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五
条
一
項
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有
無
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
第
四
章
に
お
い
て
、
本
稿
の
結
論
と
別
稿
の
結
論
に
基
づ
き
、

三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
に
つ
き
総
括
す
る
。

　

な
お
、
法
定
抵
当
権
代
位
は
、
妻
の
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
の
合
意
の
総
称
で
あ
り

）
（1
（

、
債
権
者
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
の
「
譲
渡
又
は
放

棄
」
と
、
第
三
取
得
者
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
の
「
放
棄
」
の
双
方
を
含
む
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
（
広
義
の
法
定
抵
当
権
代

位
）
が
、
本
稿
は
、
原
則
と
し
て
、
債
権
者
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
の
「
譲
渡
又
は
放
棄
」
の
み
を
「
法
定
抵
当
権
代
位
」
と
い
う
（
そ
し

て
、
債
権
者
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
の
「
譲
渡
又
は
放
棄
」
の
相
手
方
を
「
法
定
抵
当
権
代
位
者
」
と
い
う
）。
ま
た
、
法
定
抵
当
権
放
棄
は
、

夫
の
債
権
者
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
放
棄
と
、
第
三
取
得
者
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
放
棄
と
が
あ
る
が
、
本
稿
は
、
第
三
取
得
者
の
た
め
の

法
定
抵
当
権
放
棄
の
み
を
「
法
定
抵
当
権
放
棄
」
と
い
う
。

（
１ 

）　

本
稿
で
引
用
す
る
文
献
を
、
こ
こ
で
一
括
し
て
あ
げ
る
。
以
下
、
太
字
で
表
記
し
た
部
分
の
み
で
引
用
す
る
（
な
お
、
一
八
八
九
年
法
の
研
究
に
あ

た
っ
て
は
、ESCO

RBIA
C, Com

m
entaire de la loi du 13 février 1889 

が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
本
稿
執
筆
に
さ
い
し
て
、
そ
れ
を
参
照
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
）。

・
仏
語
文
献
―A

U
B

R
Y

 

（C. 

） et R
A

U
 

（C. 
）, Cours de droit civil français d’après la m

éthode de Zachari

æ, quatrièm
e édition 

revue et com
plétée, tom

e troisièm
e, Paris, 1869; B

A
U

D
R

Y
- LA

CA
N

T
IN

ER
IE 

（G. 

）, Précis de D
roit civil, quatrièm

e édition, t. 
III, Paris, 1893; CÉSA

R
- B

R
U

 

（Ch. 

）, É
tude sur la renonciation par la fem

m
e m

ariée à son hypothèque légale au profit de 
l’acquéreur d’im

m
eubles du m

ari, loi du 13 février 1889 portant m
odification de l’art. 9 de la loi du 23 m

ars 1855, Paris, 
1891; D

A
LM

B
ER

T
 

（O
. 

）, T
raité théorique et pratique de la purge des privilèges et hypothèques, deuxièm

e édition, Paris, 1891; 
D

U
V

ER
G

IER
 

（J.- B. 

）, Collection com
plète des lois, décrets, ordonnances, règlem

ents, avis du conseil- d’état, tom
e cinquante- 

deuxièm
e, A

nnée 1852, Paris, et tom
e quatre- vingt- neuvièm

e, A
nnée 1889, Paris, 1889; Jurisprudence générale, Supplém

ent 
au répertoire m

éthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en m
atière de droit civil, com

m
ercial, 

crim
inel, adm

inistratif, de droit des gens et de droit public, tom
e quatorzièm

e, Paris, 1894; M
O

U
R

LO
N

 （Fr. 

）, T
raié théorique et 

pratique des subrogations personnelles, Paris, 1848; T
ISSIER

 （A
. 

）, La loi du 13 février 1889 sur les renonciations à l’hypothèque 

（法政研究 85－３・４－88）
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légale de la fem
m

e au profit des tiers acquéreurs, R
evue critique de législation et de jurisprudence, tom

e X
V

III, 1889, pp. 628 et s; 
W

A
B

LE 

（A
. 

）, T
raité théorique et pratique des renonciations par la fem

m
e à son hypothèque légale au profit du tiers acquéreur, 

Loi du 13 février 1889 portant m
odification de l’article 9 L. 23 m

ars 1855, Paris, 1892. 
・
邦
語
文
献
―
香
山
高
広
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
夫
婦
財
産
集
中
管
理
の
帰
趨
」『
法
政
研
究
』
第
七
二
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
〇
九
―

五
七
二
頁
、
香
山
高
広
「
近
代
フ
ラ
ン
ス
民
事
法
典
に
お
け
る
転
抵
当
の
処
遇
（
一
）」『
法
政
研
究
』
第
七
五
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
五
四
三
―

五
八
四
頁
、
香
山
高
広
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
『
妻
の
法
定
抵
当
権
』
の
概
要
―
オ
ブ
リ
ー
＝
ロ
ー
の
所
説
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
―
（
一
）

―
（
三
）」『
法
政
研
究
』
第
七
九
巻
第
一
・
二
合
併
号
（
二
一
〇
二
年
）
七
三
―
一
〇
一
頁
・
第
七
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
六
三
―
九
八
九
頁
・

第
八
〇
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
六
五
―
一
九
六
頁
、
香
山
高
広
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
妻
の
法
定
抵
当
権
の
『
登
記
』
の
概
要
―

オ
ブ
リ
ー
＝
ロ
ー
の
所
説
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
―
（
一
）（
二
）」『
法
政
研
究
』
第
八
〇
巻
第
二
・
三
合
併
号
（
二
一
〇
三
年
）
三
六
三
―
三
八
三
頁
・
第

八
〇
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
一
一
―
五
三
七
頁
、
香
山
高
広
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
抵
当
権
の
『
滌
除
』
の
概
要
―
オ
ブ
リ
ー
＝
ロ
ー

の
所
説
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
―
（
一
）
―
（
三
）」『
法
政
研
究
』
第
八
二
巻
第
一
号
（
二
一
〇
五
年
）
二
七
―
五
四
頁
・
第
八
二
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
）

一
一
六
三
―
一
二
一
〇
頁
・
第
八
三
巻
第
一
・
二
合
併
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
一
六
三
―
一
一
八
九
頁
、
香
山
高
広
「
民
法
三
七
五
条
一
項
に
対
す
る

フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
」『
龍
谷
法
学
』
第
四
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
三
九
―
三
六
一
頁
。
な
お
、
香
山
「
法
定
抵
当
権
」、
香
山
「
登
記
」
及

び
香
山
「
滌
除
」
に
つ
い
て
は
、
全
体
に
わ
た
り
通
し
番
号
（
ニ
ュ
メ
ロ
）
を
付
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
三
論
文
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ
メ
ロ
（
又

は
脚
註
番
号
）
で
引
用
す
る
。

　

立
法
資
料
と
し
て
は
、
本
稿
は
、
社
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
に
よ
り
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
か
ら
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
に
か
け
て
出
版

さ
れ
た
全
三
二
巻
の
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
』
を
用
い
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、『
商
事
法
務
版
』
○
巻
（
○
綴
）
○
頁
と
引
用
す
る
。
な
お
、
引

用
文
中
の
傍
点
は
す
べ
て
著
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
亀
甲
括
弧
（〔
〕）
内
は
著
者
に
よ
る
註
で
あ
り
、
角
括
弧
（［
］）
内
は

著
者
に
よ
る
補
足
部
分
で
あ
る
。

（
２ 

）　

一
般
的
に
「
転
抵
当
」
と
い
わ
れ
る
も
の
を
本
稿
に
お
い
て
は
「
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
」（
又
は
「
原
案
三
七
〇
条
一
項
前
段
処
分
」）
と
い
う
。

（
３ 

）　

三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
つ
き
梅
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
ガ
自
分
ノ
所
有
ノ
土
地
ヲ
甲
ト
云
フ
者
ニ
抵
当
ト
シ
テ
与
ヘ
テ
置

イ
タ
［
。］
其
金
高
ガ
千
円
デ
ア
ル
［
。］
然
ル
ニ
其
甲
ナ
ル
者
ガ
他
ノ
債
権
者
二
人
ニ
置
キ
マ
シ
テ
乙
ト
丙
ト
云
フ
二
人
ノ
債
権
ヲ
持
ツ
テ
居
ル
者
ガ

居
ル
［
。］
其
中
ノ
乙
ナ
ル
者
ニ
私
ノ
抵
当
ヲ
復
タ
抵
当
ト
シ
テ
与
エ
マ
シ
タ
［
。］
此
場
合
ニ
乙
ノ
金
高
ガ
五
百
円
丙
ノ
金
高
ガ
千
円
ト
シ
テ
モ
私
カ

ラ
払
ヒ
マ
ス
ル
金
ハ
畢
竟
ス
ル
所
乙
ガ
五
百
円
取
ツ
テ
跡
ノ
五
百
円
丈
ケ
ハ
丙
ガ
取
ル
コ
ト
ハ
出
来
マ
セ
ヌ
［
。］
…
跡
ノ
五
百
円
ハ
甲
ニ
払
ツ
テ
宜
シ

イ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
為
リ
マ
ス
」（『
商
事
法
務
版
』二
巻
八
四
二
頁
）。
抵
当
権
譲
渡
と
抵
当
権
放
棄
に
つ
き
梅
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
不

動
産
ノ
価
ガ
二
千
五
百
円
ト
ス
ル
［
、］
而
シ
テ
甲
乙
丙
丁
各
々
千
円
…
［
。］
然
ウ
ス
ル
ト
丁
マ
デ
ハ
債
権
ガ
四
千
円
デ
ア
ル
［
。］
然
ル
ニ
其
不
動
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産
ノ
価
ハ
二
千
五
百
円
シ
カ
ナ
イ
カ
ラ
甲
ガ
千
円
取
リ
乙
モ
千
円
取
ル
［
、］
丙
ハ
五
百
円
［
、］
丁
ハ
一
文
モ
取
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
為
ル
［
。］
其

処
デ
丁
ハ
溜
ラ
ヌ
カ
ラ
丁
ガ
甲
ト
相
談
シ
テ
御
前
丈
ケ
御
前
ノ
抵
当
権
ヲ
放
棄
シ
テ
呉
レ
ヌ
カ
ト
言
ツ
テ
承
諾
ヲ
得
ル
ト
ス
ル
［
。］
…
［
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、］
乙
ガ
千
円
、
丙
丁
ガ
五
百
円
宛
取
ル
、
跡
ニ
五
百
円
残
ル
［
、］
之
ハ
甲
ガ
取
ル
［
。］
是
レ
ニ
反
シ
テ
甲
ガ
若
シ
自
分
ノ
抵
当
権
ヲ
丁

ニ
譲
渡
シ
タ
ナ
ラ
バ
丁
ガ
千
円
［
、］
乙
ガ
千
円
［
、］
丙
ガ
五
百
円
取
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
為
ル
」（『
商
事
法
務
版
』
二
巻
八
五
〇
―
八
五
一
頁
）（
こ

の
例
に
お
い
て
は
、
甲
乙
丙
は
抵
当
権
者
で
あ
り
、
丁
は
一
般
債
権
者
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
〔『
商
事
法
務
版
』
二
巻
八
三
九
頁
参
照
〕）。

抵
当
権
順
位
譲
渡
に
つ
き
梅
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
此
処
二
千
五
百
円
ノ
価
ノ
ア
ル
不
動
産
ヲ
甲
乙
丙
ト
三
人
ノ
債
権
者
ニ
抵
当
ト

シ
テ
入
レ
ル
［
、］
其
甲
乙
丙
ノ
三
人
ハ
各
々
千
円
ノ
債
権
ヲ
持
ツ
［
、］
此
場
合
二
若
シ
甲
ガ
…
丙
…
ニ
…
順
位
デマ

マ

譲
渡
ス
［
る
］
ト
云
フ
コ
ト
ニ
為

ル
ト
詰
リ
甲
ト
丙
ト
ガ
入
リ
替
ツ
テ
仕
舞
ウ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
［
、］
丙
ト
乙
ト
ニ
分
ケ
テ
［
、］
丙
ガ
千
円
［
、］
乙
ガ
五
百
円
［
、］
甲
ハ
一
文

モ
取
レ
ヌ
ト
云
フ
結
果
ニ
為
ル
」（『
商
事
法
務
版
』
二
巻
八
三
五
頁
）。
抵
当
権
順
位
放
棄
に
つ
き
梅
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
此
処

二
千
五
百
円
ノ
価
ノ
ア
ル
不
動
産
ヲ
甲
乙
丙
ト
三
人
ノ
債
権
者
ニ
抵
当
ト
シ
テ
入
レ
ル
［
、］
其
甲
乙
丙
ノ
三
人
ハ
各
々
千
円
ノ
債
権
ヲ
持
ツ
［
、］
此

場
合
二
若
シ
甲
ガ
唯
ダ
丙
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
其
順
位
ヲ
放
棄
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
ト
何
ウ
云
フ
事
ニ
為
ル
カ
ト
云
フ
ト
即
チ
丙
ノ
目
カ
ラ
見
レ
バ

甲
ト
云
フ
債
権
者
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
［
。］
…
詰
ル
所
ハ
甲
ガ
五
百
円
［
、］
乙
ガ
五
百
円
［
、］
丙
ガ
五
百
円
取
ル
コ
ト
ニ
為
ラ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
」（『
商

事
法
務
版
』
二
巻
八
三
五
頁
）。

　
（
４ 

）　
『
商
事
法
務
版
』
一
三
巻
二
綴
一
七
七
頁
。
原
案
三
七
〇
条
一
項
の
条
文
に
つ
い
て
は
第
三
章
第
三
節
参
照
。

　
（
５ 

）　
『
商
事
法
務
版
』
一
三
巻
二
綴
一
七
七
頁
。

　
（
６ 

）　
『
商
事
法
務
版
』
二
巻
八
三
四
頁
。

　
（
７ 

）　

一
八
八
九
年
以
降
に
お
い
て
は
、
一
八
五
五
年
法
九
条
は
、
一
八
八
九
年
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
一
八
五
五
年
法
九
条
を
あ
げ

れ
ば
、
必
然
的
に
、
一
八
八
九
年
法
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
起
草
者
は
、
あ
え
て
一
八
五
五
年
法
九
条
と
一
八
八
九
年
法
の
双
方
を
あ
げ
て

い
る
の
で
、
必
然
的
に
、「
同
千
八
百
五
十
五
年
三
月
二
十
三
日
法
九
」
と
は
、
二
つ
の
項
か
ら
な
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
原
始
規
定
の
こ
と
を
指
す
。

　
（
８ 

）　

香
山
「
影
響
」
三
六
〇
頁
参
照
。

　
（
９ 

）　

一
八
〇
六
年
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
七
七
八
条
が
、
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
に
よ
り
「
仏
民
訴
七
七
五
」
と
な
る
。
条
文
は
同
一
で
あ
る
。
一
八

〇
六
年
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
七
七
八
条
に
つ
い
て
は
香
山
「
処
遇
」
五
八
〇
―
五
八
四
頁
参
照
。

　
（
10 

）　
『
商
事
法
務
版
』
二
巻
八
四
二
頁
。

　
（
11 

）　
『
商
事
法
務
版
』
二
巻
八
三
四
頁
。

　
（
12 

）　D
uvergier, tom

e cinquante- deuxièm
e, pp. 285 et s.

　
（
13 

）　

正
式
名
称
は
「
一
八
五
五
年
三
月
二
三
日
法
第
九
条
修
正
法
（Loi portant m

odification de l'article 9 de la loi du 23 m
ars 1855

）」。
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（
14 

）　Cf. Jur., gén., Supplém
ent, v

°Privilèges et hypothèques, n

°513.

２　

関
連
規
定

　

一
八
八
九
年
法
は
一
条
の
み
の
法
律
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
二
つ
の
項
か
ら
な
る
一
八
五
五
年
法
九
条
に
、
五
つ
の
項
を
追
加
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
八
九
年
法
以
降
に
お
い
て
は
、
一
八
五
五
年
法
九
条
は
七
つ
の
項
か
ら
な
る
条
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
に

お
い
て
は
、
一
八
五
五
年
法
九
条
の
一
項
及
び
二
項
を
「
一
八
五
五
年
法
九
条
一
項
・
二
項
」
と
、
改
正
後
の
一
八
五
五
年
法
九
条
三
項
・

四
項
・
五
項
・
六
項
・
七
項
を
「
一
八
八
九
年
法
一
条
・
二
条
・
三
条
・
四
条
・
五
条
」
と
表
記
す
る
。
一
八
五
五
年
法
九
条

）
（1
（

及
び
一
八
八

九
年
法

）
（1
（

は
以
下
で
あ
る
。

　

 　

一
八
五
五
年
法
第
九
条　

妻
が
法
定
抵
当
権
の
譲
渡
又
は
放
棄
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
譲
渡
又
は
放
棄
は
、
公

署
証
書
に
よ
っ
て
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
譲
受
人
は
、
抵
当
権
登
記
又
は
先
行
登
記
余
白
へ
の
代
位
の
記
載
に
よ
る
限
り
で
、
そ
れ

を
第
三
者
に
対
し
て
取
得
す
る
。

　
　

登
記
又
は
記
載
の
日
付
は
、
譲
渡
又
は
放
棄
を
得
た
者
が
妻
の
抵
当
権
を
行
使
す
る
順
位
を
決
定
す
る
。

　

 　

一
八
八
九
年
法　

妻
の
法
定
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
の
取
得
者
の
た
め
に
さ
れ
た
妻
に
よ
る
法
定
抵
当
権
放
棄
は
、
放
棄
が
譲
渡
証
書

に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
は
譲
渡
証
書
の
謄
記
以
降
、
放
棄
が
別
個
の
公
署
証
書
で
さ
れ
た
場
合
に
は
譲
渡
証
書
謄
記
の
余
白
へ
の
記
載
以

降
、
法
定
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
、
か
つ
滌
除
に
値
す
る
。
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妻
の
法
定
抵
当
権
放
棄
は
、
す
べ
て
、
そ
れ
が
公
署
証
書
に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
限
り
有
効
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
。

　
 　

明
示
の
約
定
が
な
い
場
合
に
は
、
妻
が
共
同
売
主
又
は
夫
の
担
保
提
供
者
若
し
く
は
保
証
人
と
し
て
約
定
を
し
た
場
合
に
限
り
、
妻
の

譲
渡
証
書
へ
の
参
加
は
法
定
抵
当
権
放
棄
を
生
じ
さ
せ
る
。

　

 　

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
妻
は
代
価
に
対
し
て
優
先
権
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
代
価
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き

取
得
者
が
妻
の
同
意
を
得
て
支
払
い
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
取
得
者
に
対
し
て
再
度
の
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
、
及
び
他
の

抵
当
権
者
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

 　

代
価
の
全
部
若
し
く
は
一
部
受
領
を
記
載
し
た
譲
渡
証
書
又
は
全
部
若
し
く
は
一
部
受
領
を
記
載
し
た
後
日
の
証
書
へ
の
妻
の
参
加
若

し
く
は
同
意
に
よ
り
、
取
得
者
は
、
後
順
位
抵
当
権
者
に
先
立
っ
て
、
支
払
額
を
限
度
と
し
て
売
却
不
動
産
を
目
的
と
す
る
法
定
抵
当
権

を
代
位
し
て
行
使
す
る
。
た
だ
し
、
取
得
者
は
、［
一
八
五
五
年
法
第
九
条
］
第
一
項
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
、
代
位
に
よ
り
、
夫
の
他

の
不
動
産
を
目
的
と
す
る
妻
の
法
定
抵
当
権
の
譲
受
人
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
15
）　

香
山
「
影
響
」
三
四
〇
頁
参
照
。

　
（
16
）　D

uverger, tom
e quatre- vingt- neuvièm

e, pp. 16 et s.

二　

一
八
八
九
年
法

１　

序
論

　

一
八
〇
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
以
下
「
一
八
〇
四
年
法
」
と
い
う
。
本
章
に
お
い
て
条
文
数
の
み
を
あ
げ
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
一
八
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〇
四
年
法
の
そ
れ
で
あ
る
。）
に
お
い
て
は
、
夫
の
不
動
産
は
、
現
在
財
産
で
あ
る
か
将
来
財
産
で
あ
る
か
を
と
わ
ず
、
す
べ
て
、
妻
が
夫

に
対
し
て
有
す
る
債
権
を
担
保
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
、
妻
の
法
定
抵
当
権
（
本
稿
に
お
い
て
、
以
下
「
法
定
抵
当
権
」
と
記
し
た
場
合

に
は
、
す
べ
て
「
妻
の
法
定
抵
当
権
」
を
指
す
。）
の
目
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
法
定
抵
当
権
の
順
位
は
原
則
と
し
て
婚
姻
日
で
あ
り
、

か
つ
未
登
記
で
第
三
者
対
抗
力
を
有
す
る

）
（1
（

た
め
に
、
夫
又
は
共
通
財
産
（com

m
unauté

）
の
不
動
産
の
取
得
者
（
以
下
「
第
三
取
得
者
」

と
い
う
。）
は
、
不
動
産
購
入
後
に
お
い
て
不
知
の
抵
当
権
者
（
妻
）
の
出
現
に
よ
り
購
入
し
た
不
動
産
の
所
有
権
を
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
不
動
産
を
あ
え
て
購
入
し
よ
う
と
考
え
る
者
は
現
れ
な
い
の
で
、
法
定
抵
当
権
は
不
動
産
の
売
却
の

妨
げ
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
八
〇
四
年
法
は
、
こ
の
問
題
に
無
自
覚
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
滌
除
（
特
に
法
定
滌
除
）
制

度
）
（1
（

を
用
意
す
る
が
、
滌
除
は
時
間
と
費
用
を
要
す
る
の
で
好
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
実
務
に
お
い
て
は
、
夫
が
不
動
産
を
譲
渡
す
る
ご

と
に
妻
に
対
し
て
第
三
取
得
者
の
た
め
に
法
定
抵
当
権
を
放
棄
（renonciation

）
さ
せ
る
と
い
う
方
法
が
、
一
八
〇
四
年
法
制
定
直
後
か

ら
用
い
ら
れ
た

）
（1
（

。
そ
し
て
、
実
際
、「
多
く
の
場
合
に
お
い
て
（souvent

）
11
（

）」、
妻
は
法
定
抵
当
権
を
放
棄
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
一
八
五
五

年
法
九
条
は
「
法
定
抵
当
権
の
譲
渡
又
は
放
棄
」
に
適
用
さ
れ
る

）
1（
（

が
、
一
八
五
五
年
法
九
条
は
債
権
者
（
抵
当
権
者
を
含
む
）
の
た
め
の
法

定
抵
当
権
放
棄
（
法
定
抵
当
権
代
位
）
の
み
に
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
第
三
取
得
者
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
放
棄
（
法
定
抵
当
権
放

棄
）
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
等
が
問
題
と
な
っ
た

）
11
（

。
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
一
八
八
九
年
法
は
、
こ
の
問
題
を
立
法
的
に
解
消
し
つ
つ
、

法
定
抵
当
権
放
棄
を
準
則
化
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。

　

起
草
者
が
原
案
三
七
〇
条
一
項
の
起
草
に
あ
た
り
一
八
八
九
年
法
を
「
参
照
」
し
た
と
し
て
、
そ
の
さ
い
、
ど
の
よ
う
な
仏
語
資
料
を
参

照
し
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
原
案
三
七
〇
条
一
項
の
審
議
は
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
一
二
月
七
日
で
あ
る
の
で
、
参

照
可
能
な
文
献
は
一
八
九
四
年
以
前
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
主
と
し
て
本
章
は
、Jurisprudence générale, Supplém

ent au 

répertoire m
éthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence

の
、
ま
さ
に
一
八
九
四
年

）
11
（

に
出
版
さ
れ

た
第
一
四
巻
所
収
のPrivilèges et hypothèques

を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
つ
つ
、
一
八
八
九
年
法
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
（
本
章
の
脚
註
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中
で
ニ
ュ
メ
ロ
の
み
を
あ
げ
た
場
合
、
そ
れ
は
す
べ
て
同
論
文
の
ニ
ュ
メ
ロ
で
あ
る
）。
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
こ
れ
以
外
の
著
作
も
多
数
利

用
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
を
網
羅
的
に
引
用
す
る
と
大
部
に
な
り
す
ぎ
る
た
め
に
、
学
説
等
の
対
立
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
脚

註
で
典
拠
と
し
て
あ
げ
る
文
献
を
一
つ
に
限
定
す
る
。

　
（
17
）　

法
定
抵
当
権
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
香
山
「
法
定
抵
当
権
」、
香
山
「
登
記
」
参
照
。

　
（
18
）　

滌
除
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
香
山
「
滌
除
」
参
照
。

　
（
19
）　

放
棄
の
有
効
性
に
つ
き
香
山
「
帰
趨
」
五
二
〇
―
五
二
一
頁
参
照
。

　
（
20
）　n

°550.

　
（
21
）　

一
八
五
五
年
法
九
条
が
準
則
化
し
た
法
定
抵
当
権
代
位
の
準
則
に
つ
い
て
は
香
山
「
影
響
」
三
四
二
―
三
四
九
頁
参
照
。

　
（
22 

）　

一
八
五
五
年
法
九
条
が
債
権
者
（
抵
当
権
者
を
含
む
）
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
譲
渡
と
債
権
者
（
抵
当
権
者
を
含
む
）
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
放
棄
、

す
な
わ
ち
法
定
抵
当
権
代
位
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
五
五
年
法
九
条
一
項
後
段
は
「
譲
受
人
」
と

規
定
す
る
の
で
、
同
条
の
、
第
三
取
得
者
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
放
棄
へ
の
適
用
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
（Cf. n

°514, n

°602 et n

°612.

）。

　
（
23 

）　

厳
密
な
出
版
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
書
所
収
のPropriété litéraire et artistique

の
項
目
に
は
、
一
八
九
四
年
四
月
二
〇
日
の
判
例
が
引
用

さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
書
の
出
版
月
日
は
一
八
九
四
年
五
月
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

２　

放
棄
の
種
類

　

法
定
抵
当
権
放
棄
は
、
明
示
の
放
棄
（
第
一
款
）
と
黙
示
の
放
棄
（
第
二
款
）
が
あ
る
。
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⑴　

明
示
放
棄

　

妻
は
、
夫
が
夫
又
は
共
通
財
産
の
不
動
産
を
譲
渡
す
る
に
さ
い
し
て
、
明
示
で
法
定
抵
当
権
放
棄
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
明
示
放
棄

）
11
（

）。

明
示
放
棄
は
、「
譲
渡
証
書
」
の
み
な
ら
ず
、
譲
渡
後
の
「
別
個
の
…
証
書
」
に
お
い
て
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
八
八
九
年
法
一
項

）
11
（

）。

も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
証
書
は
公
署
証
書
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
本
章
第
三
節
第
一
款
参
照
）。
明
示

放
棄
を
す
る
に
あ
た
り
、
証
書
中
に
お
い
て
、
法
定
抵
当
権
を
放
棄
す
る
旨
が
明
確
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い

）
11
（

。
妻
の
法
定
抵
当
権

放
棄
の
意
思
が
証
書
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
た
り
る
。　

⑵　

黙
示
放
棄

　

妻
は
、
夫
が
夫
又
は
共
通
財
産
の
不
動
産
を
譲
渡
す
る
に
さ
い
し
て
、
黙
示
で
法
定
抵
当
権
放
棄
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
黙
示
放
棄

）
11
（

）。

そ
し
て
、
法
定
抵
当
権
放
棄
の
「
ほ
と
ん
ど
（presque toujours

）
11
（

）」
が
黙
示
放
棄
で
あ
る
。

　
「
妻
の
譲
渡
証
書
へ
の
参
加
（concours
）」（
一
八
八
九
年
法
三
項
）
に
よ
り
妻
は
黙
示
放
棄
を
し
た
こ
と
に
な
る
が
、「
譲
渡
証
書
へ
の

参
加
」
が
あ
れ
ば
、
常
に
黙
示
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
妻
の
譲
渡
証
書
へ
の
参
加
」
が
「
法
定
抵
当
権
放
棄
を
生
じ
さ
せ
る
」

た
め
に
は
、「
妻
が
共
同
売
主
又
は
夫
の
担
保
提
供
者
若
し
く
は
保
証
人
と
し
て
約
定
を
し
た
場
合
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
八
九

年
法

）
11
（

三
）
11
（

項
）
1（
（

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
の
法
定
抵
当
権
放
棄
の
意
思
が
明
確
で
あ
っ
て
も
、
黙
示
放
棄
は
認

め
ら
れ
な

）
11
（

い
）
11
（

。

　

一
八
八
九
年
法
三
項
は
「
妻
の
譲
渡
証
書
へ
の
参
加
は
法
定
抵
当
権
放
棄
を
生
じ
さ
せ
る
」
と
規
定
す
る
の
で
、
こ
の
文
言
を
厳
密
に
解

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
譲
渡
後
の
別
の
証
書
に
よ
り
黙
示
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
明
示
放
棄
の
場

合
と
同
様
に
（
本
節
第
一
款
参
照
）、
黙
示
放
棄
は
、
譲
渡
証
書
の
み
な
ら
ず
、
譲
渡
後
の
別
の
証
書
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解

さ
れ
る

）
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
後
の
別
の
証
書
に
お
い
て
妻
が
保
証
人
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
黙
示
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
。
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（
24 

）　n

°550 et n

°551.

な
お
、
妻
は
成
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（n

°516.

）。
ま
た
、
放
棄
を
す
る
に
さ
い
し
て
は
、
夫
又
は
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
で

あ
る
（n

°526.

）（
香
山
「
影
響
」
三
四
三
頁
参
照
）。

　
（
25
）　n

°551.

　
（
26
）　n
°551.

　
（
27
）　n
°550. 

　
（
28
）　n

°550.

　
（
29
）　n

°553.

　
（
30 

）　

黙
示
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
明
確
に
し
た
の
は
、
妻
又
は
法
定
抵
当
権
放
棄
後
の
法
定
抵
当
権
代
位
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
ほ
か
な
ら
な
い

（n

°553.

）。

　
（
31 

）　

も
っ
と
も
、
妻
が
共
同
売
主
、
担
保
提
供
者
又
は
保
証
人
と
し
て
譲
渡
証
書
に
参
加
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
常
に
法
定
抵
当
権
放
棄

（
黙
示
放
棄
）
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
妻
が
明
確
に
法
定
抵
当
権
を
留
保
し
た
場
合
又
は
法
定
抵
当
権
放
棄

の
意
思
を
有
さ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
放
棄
（
黙
示
放
棄
）
は
認
め
ら
れ
な
い
（n

°557.

）。

　
（
32
）　n

°553. 

　
（
33
）　

し
た
が
っ
て
、
妻
が
単
に
譲
渡
証
書
に
署
名
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
だ
け
で
黙
示
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
（n

°554.

）。

　
（
34
）　n

°558.

３　

要
件

）
11
（

　

法
定
抵
当
権
放
棄
に
つ
き
、
一
八
八
九
年
法
は
公
署
性
（authenticité
）（
第
一
款
）
と
公
示
（publicité

）（
第
二
款
）
を
要
求
す
る
。
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⑴　

公
署
性

　

一
八
八
九
年
法
二
項
は
「
妻
の
法
定
抵
当
権
放
棄
は
、
す
べ
て
、
そ
れ
が
公
署
証
書
に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
限
り
有
効
で
あ
り
、
か
つ
そ

の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
」
と
規
定
し
て
、
法
定
抵
当
権
放
棄
に
つ
き
「
公
署
証
書
（acte authentique

）」
を
要
求
す
る
。「
す
べ
て
（D

ans 

tous les cas
）」
と
規
定
す
る
の
で
、
公
署
証
書
は
、
明
示
放
棄
（
本
章
第
二
節
第
一
款
参
照
）
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
黙
示
放
棄
（
本
章

第
二
節
第
二
款
参
照
）
の
場
合
に
つ
い
て
も
要
求
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
公
署
証
書
（
一
三
一
七
条
）
で
あ
り
、
公
証
人
証
書
（acte notarité

）
で
は
な
い

）
11
（

。

　

法
定
抵
当
権
放
棄
に
あ
た
り
、
公
署
証
書
に
よ
る
第
三
取
得
者
の
承
諾
は
必
要
と
さ
れ
な
い

）
11
（

。
問
題
は
、
第
三
取
得
者
の
承
諾
そ
の
も
の

が
必
要
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
判
例
は
、
そ
れ
を
不
要
と
解
す
る
（
す
な
わ
ち
、
判
例
は
、
法
定
抵
当
権
放
棄
は
、
契
約
で
は
な
く
、

単
独
行
為
で
あ
る
と
解
す
る

）
11
（

）。

　

公
署
証
書
に
よ
ら
な
い
法
定
抵
当
権
放
棄
は
無
効
（
絶
対
的
無
効
）
で
あ
る

）
11
（

。
実
際
、
一
八
八
九
年
法
二
項
は
「
妻
の
法
定
抵
当
権
放
棄

は
、
そ
れ
が
公
署
証
書
に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
限
り
有
効
で
あ
」
る
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
法
定
抵
当
権
放
棄
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と

に
つ
き
利
益
を
有
す
る
者
は
、
す
べ
て
、
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
11
（

。
法
定
抵
当
権
放
棄
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
に
利
益
を
有
す

る
者
の
典
型
は
法
定
抵
当
権
代
位
者
で
あ
る
。

　

妻
も
公
署
性
の
欠
缺
を
理
由
に
法
定
抵
当
権
放
棄
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
法
定
抵
当
権
放
棄
は
多
く
の
場

合
に
お
い
て
黙
示
で
さ
れ
る
（
本
章
第
二
節
第
二
款
参
照
）
が
、
黙
示
で
法
定
抵
当
権
放
棄
を
す
る
た
め
に
は
、
妻
は
「
共
同
売
主
又
は

夫
の
担
保
提
供
者
若
し
く
は
保
証
人
と
し
て
約
定
を
し
」
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
八
九
年
法
三
項
）。
そ
し
て
、
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
公
署
性
の
欠
缺
を
理
由
に
法
定
抵
当
権
放
棄
が
無
効
と
な
っ
た
と
し
て
も
妻
は
第
三
取
得
者
に
対
し
て
「
共
同
売
主
又
は

夫
の
担
保
提
供
者
若
し
く
は
保
証
人
と
し
て
」
の
責
任
を
負
う
の
で
、Q

uem
 de evictione tenet actio eum

dem
 agentem

 repellit 

exceptio

（
追
奪
担
保
義
務
を
負
う
者
は
、
自
ら
追
奪
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
の
原
則
に
よ
り
、
妻
の
、
第
三
取
得
者
に
対
す
る
法
定
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抵
当
権
の
行
使
は
否
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
妻
が
公
署
性
の
欠
缺
を
理
由
に
法
定
抵
当
権
放
棄
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
に
つ
き
利
益

を
有
す
る
場
合
は
、
多
く
な

）
1（
（

い
）
11
（

。

⑵　

公
示

　

一
八
八
九
年
法
一
項
は
「
妻
の
法
定
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
の
取
得
者
の
た
め
に
さ
れ
た
妻
に
よ
る
法
定
抵
当
権
放
棄
は
、
放
棄
が
譲
渡

証
書
に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
は
譲
渡
証
書
の
謄
記
以
降
、
放
棄
が
別
個
の
公
署
証
書
で
さ
れ
た
場
合
に
は
譲
渡
証
書
謄
記
の
余
白
へ
の
記
載

以
降
、
法
定
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
、
か
つ
滌
除
に
値
す
る
」
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
抵
当
権
放
棄
に
お
い
て
は
、
第
三
取
得
者

は
、
法
定
抵
当
権
「
放
棄
が
譲
渡
証
書
に
記
載
さ
れ
た
場
合
」
に
お
い
て
は
「
譲
渡
証
書
の
謄
記
」
を
、
法
定
抵
当
権
「
放
棄
が
別
個
の
公

署
証
書
で
さ
れ
た
場
合
」
に
お
い
て
は
「
譲
渡
証
書
謄
記
の
余
白
へ
の
記
載
」
を
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

。

　

一
八
八
九
年
法
一
項
の
文
言
は
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
法
定
抵
当
権
放
棄
の
公
示
は
、
法
定
抵
当
権
放
棄
の
効
力
要
件
で
は
な
く
、
対
抗
要

件
で
あ
る

）
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
は
、
公
示
を
し
な
く
と
も
、
妻
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
放
棄
の
効
果
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
第
三
者
に
法
定
抵
当
権
放
棄
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
本
章
第
四
節
第
一
款
・
第
三
款
参
照
）（
し
た
が
っ
て
、
法
定
抵
当
権

代
位
者
は
、
法
定
抵
当
権
代
位
が
法
定
抵
当
権
放
棄
の
前
で
あ
る
か
後
で
あ
る
か
を
と
わ
ず
、
公
示
を
す
れ
ば
、
法
定
抵
当
権
放
棄
に
つ
き

未
公
示
の
第
三
取
得
者
に
法
定
抵
当
権
代
位
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
11
（

）。

　

法
定
抵
当
権
放
棄
は
謄
記
簿
上
に
お
い
て
公
示
さ
れ
る
の
で
、
法
定
抵
当
権
代
位
者
は
、
法
定
抵
当
権
代
位
に
あ
た
り
法
定
抵
当
権
の
状

況
（
譲
渡
の
有
無
、
そ
の
存
否
）
を
知
る
た
め
に
、
登
記
簿
の
み
な
ら
ず
、
謄
記
簿
も
、
あ
わ
せ
て
閲
覧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

。

　

公
示
は
期
間
制
限
に
服
さ
な
い
。
し
か
し
、
法
定
抵
当
権
放
棄
の
公
示
を
し
な
い
限
り
、
第
三
取
得
者
は
法
定
抵
当
権
代
位
者
に
対
し
て

法
定
抵
当
権
放
棄
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
第
三
取
得
者
は
、
法
定
抵
当
権
放
棄
の
公
示
を
迅
速
に
す
る

）
11
（

。

　

一
八
八
九
年
法
一
項
は
、「
売
買
証
書
」
と
規
定
せ
ず
、「
譲
渡
証
書
」
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
売
買
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
交
換
、
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代
物
弁
済
、
嫁
資
設
定
等
の
場
合
に
お
い
て
も
、
一
八
八
九
年
法
は
適
用
さ
れ
る

）
11
（

。

　

法
定
抵
当
権
放
棄
に
よ
り
、
譲
渡
不
動
産
を
目
的
と
す
る
法
定
抵
当
権
の
消
滅
（
厳
密
に
は
法
定
抵
当
権
の
追
求
権
の
消
滅
）
と
い
う
効

果
（
本
章
第
四
節
第
一
款
参
照
）
又
は
（
法
定
抵
当
権
放
棄
後
の
優
先
権
放
棄
に
よ
る
）
妻
の
権
利
の
代
位
取
得
と
い
う
効
果
（
本
章
第
四

節
第
三
款
参
照
）
が
生
じ
る
が
、
第
三
取
得
者
は
、
法
定
抵
当
権
（
追
求
権
）
消
滅
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、
妻
の
権
利

の
代
位
取
得
を
第
三
者
（
売
却
不
動
産
を
目
的
と
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

法
定
抵
当
権
の
譲
受
人
）
に
対
抗
す
る
た
め
に
も
、
一
八
八
九
年
法
一
項
の
公
示
で

た
り
る

）
11
（

。
と
い
う
の
も
、
一
八
八
九
年
法
五
項
但
書
は
「
夫
の
他
の
不
動
産
を
目
的
と
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

妻
の
法
定
抵
当
権
の
譲
受
人
」
に
対
す
る
関
係

で
の
み
第
三
取
得
者
に「［
一
八
五
五
年
法
第
九
条
］第
一
項
の
公
示
」を
要
求
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る（
本
章
第
四
節
第
三
款
参
照
）。

　

法
定
抵
当
権
放
棄
の
公
示
は
対
抗
要
件
で
あ
る
か
ら
、
妻
は
公
示
の
欠
缺
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
問
題
は
、
公
示
の
欠
缺
を
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
誰
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
法
定
抵
当
権
代
位
者
は
公
示
の
欠
缺
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
11
（

。
法
定
抵
当
権
放

棄
以
前
に
夫
の
不
動
産
に
対
し
て
抵
当
権
を
取
得
し
た
、
妻
の
法
定
抵
当
権
よ
り
も
後
順
位
の
抵
当
権
者
（
以
下
「
売
却
不
動
産
の
後
順
位

抵
当
権
者
」
と
い
う
。）
が
、
公
示
の
欠
缺
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
理
解
が
分
か
れ
る
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
見

解
も
あ
る

）
1（
（

が
、
か
り
に
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
に
公
示
の
欠
缺
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
利
益
を
享

受
す
る
の
は
妻
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
者
が
公
示
の
欠
缺
を
主
張
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る

）
11
（

。
妻
の
一
般
債
権

者
は
、
公
示
の
欠
缺
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

）
11
（

。

　
（
35 

）　

妻
が
第
三
取
得
者
の
た
め
に
法
定
抵
当
権
を
放
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
二
一
四
四
条
及
び
二
一
四
五
条
（
香
山
「
法
定
抵
当
権
」
四
五
―
四
九
参

照
）
は
適
用
さ
れ
な
い
（n

° 561.

）（
香
山
「
帰
趨
」
五
二
〇
―
五
二
一
頁
参
照
）。

　
（
36
）　n

°604.

一
八
五
五
年
法
九
条
一
項
と
同
様
で
あ
る
（
香
山
「
影
響
」
三
四
五
頁
参
照
）。

　
（
37
）　n

°608.

　
（
38
）　Req. 19 nov. 1855, D

. 1856. 1. 175, S. 1856. 1. 145. En sens contraire, n

°608.
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（
39
）　n

°609.
　
（
40
）　n

°609.
　
（
41
）　n

°609.

　
（
42 
）　
「
こ
れ
は
、
…
致
命
的
な
結
果
（résultat fatal

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
立
法
者
が
改
革
に
よ
り
期
待
し
た
効
果
（utilité

）
は
、
こ
れ
に
よ
り
大
き

く
削
が
れ
る
」（W

able, n

°82.

）。

　
（
43
）　n

°615.

　
（
44
）　n

°615.

　
（
45 

）　n

°584, n

°617 et n
°660.

法
定
抵
当
権
代
位
者
は
、
法
定
抵
当
権
放
棄
が
「
譲
渡
証
書
に
記
載
」
さ
れ
た
場
合
に
は
「
譲
渡
証
書
の
謄
記
」
以
降
、

そ
れ
が
「
別
個
の
…
証
書
」
で
さ
れ
た
場
合
に
は
「
譲
渡
証
書
謄
記
の
余
白
へ
の
記
載
」
以
降
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
代
位
の
公
示
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
（n

°660.
）。
し
た
が
っ
て
、
法
定
抵
当
権
放
棄
が
「
別
個
の
…
証
書
」
で
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
取
得
者
が
「
譲
渡
証
書
謄
記

の
余
白
へ
の
記
載
」
を
し
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
代
位
者
は
、
譲
渡
証
書
謄
記
後
で
あ
っ
て
も
、
法
定
抵
当
権
代
位
の
公
示
を
し
て
、

法
定
抵
当
権
代
位
を
第
三
取
得
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
46
）　n

°616. 

　
（
47
）　n

°617.

　
（
48
）　n

°618.

　
（
49 

）　n

°619.

一
八
八
九
年
法
一
項
の
公
示
で
た
り
る
の
は
、
第
三
取
得
者
が
法
定
抵
当
権
（
追
求
権
）
消
滅
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と

解
す
る
見
解
も
あ
る
（Baudry- Lacantinerie, t. III, n
°1241 bis.

）。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
第
三
取
得
者
が
、
妻
の
権
利
の
代
位
取
得
を
第
三
者

に
対
抗
す
る
た
め
に
は
一
八
五
五
年
法
九
条
一
項
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
本
章
第
四
節
第
三
款
参
照
）。

　
（
50
）　n

°620.

　
（
51
）　W

able, n

°96.

　
（
52 

）　n

° 620.

そ
し
て
、
否
定
説
に
よ
れ
ば
、
公
示
の
欠
缺
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
定
抵
当
権
代
位
者
に
限
ら
れ
る
。

　
（
53
）　n

° 621.
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４　

効
果

　

法
定
抵
当
権
放
棄
に
よ
り
法
定
抵
当
権
の
追
求
権
（droit de suite

）
が
消
滅
す
る
（
第
一
款
）。
法
定
抵
当
権
の
優
先
権
（droit de 

préférence
）
は
消
滅
し
な
い
が
、
妻
は
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
款
）。
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
が
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
第
三
取
得
者
は
妻
の
権
利
を
代
位
取
得
す
る
（
第
三
款
）。

⑴　

追
求
権
消
滅

　

一
八
八
九
年
法
一
項
は
「
妻
の
法
定
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
の
取
得
者
の
た
め
に
さ
れ
た
妻
に
よ
る
法
定
抵
当
権
放
棄
は
、
…
法
定
抵
当

権
を
消
滅
さ
せ
、
か
つ
滌
除
に
値
す
る
」
と
規
定
す
る
が
、
四
項
本
文
は
「
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
妻
は
代
価
に

対
し
て
優
先
権
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
の
で
、
法
定
抵
当
権
放
棄
に
よ
り
消
滅
す
る
の
は
、
法
定
抵
当
権
の
追
求
権
に
ほ
か
な
ら
ず
、
代

価
に
対
す
る
優
先
権
は
存
続
す
る

）
11
（

。
法
定
抵
当
権
放
棄
は
、
第
三
取
得
者
の
た
め
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
取
得
者
に
対
す
る
法
定

抵
当
権
の
追
求
権
を
消
滅
さ
せ
れ
ば
十
分
だ
か
ら
で

）
11
（

あ
）
11
（

る
）
11
（

。

　

妻
は
代
価
に
対
す
る
優
先
権
を
失
わ
な
い
の
で
、
夫
は
代
価
の
受
領
又
は
代
金
債
権
の
処
分
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
際
、
一
八

八
九
年
法
四
項
但
書
は
、「
代
価
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
取
得
者
が
妻
の
同
意
を
得
て
支
払
い
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
取
得

者
に
対
し
て
再
度
の
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
…
は
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
の
で
、
第
三
取
得
者
が
妻
の
同
意
を
得
ず
し
て
売
主
（
夫
）
に

対
し
て
代
価
の
支
払
い
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
第
三
取
得
者
に
対
し
て
再
度
の
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
代
価
の
受
領
又
は
代
金
債
権
の
処
分
等
に
さ
い
し
て
は
、
か
な
ら
ず
「
妻
の
同
意
」
が
必
要
と
さ
れ
る

）
11
（

。

　

法
定
抵
当
権
放
棄
に
よ
る
追
求
権
消
滅
に
よ
り
、
妻
は
、「
弁
済
又
は
…
委
付
催
告
（som

m
ation...de payer...ou de délaisser

）」（
二

一
六
九
条
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
差
押
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
増
価
競
売
申
立
権
（la faculté de surenchérir

）
を
失

（85－３・４－101）
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う
）
11
（

。
第
三
取
得
者
は
、
妻
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
妻
が
法
定
抵
当
権
を
放
棄
し
た
と
き
か
ら
法
定
抵
当
権
の
追
求
権
か
ら
保
護
さ
れ
る

が
、
法
定
抵
当
権
代
位
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
公
示
を
し
た
と
き
か
ら
に
限
り
法
定
抵
当
権
の
追
求
権
か
ら
保
護
さ
れ
る
（
本
章
第

三
節
第
二
款
参
照

）
11
（

）。

　
「
妻
の
法
定
抵
当
権
」「
は
登
記
と
は
無
関
係
に
成
立
す
る
」（
二
一
三
五
条
柱
書
及
び
二
号
イ

）
1（
（

）
が
、
一
八
〇
四
年
法

）
11
（

及
び
一
八
五
五
年

法
）
11
（

の
要
請
に
よ
り
登
記
が
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
取

得
者
は
、
法
定
抵
当
権
放
棄
に
よ
り
、
登
記
の
解
除（m

ainlevée

）を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
11
（

。
な
お
、
登
記
が
解
除
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ

て
も
、
妻
の
優
先
権
行
使
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

法
定
抵
当
権
と
同
様
に
、
妻
は
、
代
価
に
対
す
る
優
先
権
を
維
持
す
る
に
つ
き
、
登
記
を
必
要
と
し
な
い
。
優
先
権
は
、
そ
れ
が
時
効
に

よ
り
消
滅
し
な
い
限
り
、
登
記
を
す
る
こ
と
な
く
存
続
す
る

）
11
（

。
婚
姻
解
消
後
に
お
い
て
も
、
妻
は
登
記
を
す
る
必
要
が
な
い
。
一
八
五
五
年

法
八
条
は
「
寡
婦
…
及
び
こ
れ
ら
の
相
続
人
又
は
承
継
人
が
婚
姻
解
消
…
後
一
年
以
内
に
登
記
を
し
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
抵
当
権

は
後
に
登
記
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
に
限
り
第
三
者
に
対
し
て
日
付
を
取
得
す
る
」
と
規
定
す
る
の
で
、
婚
姻
解
消
後
に
お
い
て
は
、
妻
、
相

続
人
又
は
承
継
人
は
、
婚
姻
解
消
か
ら
一
年
以
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

が
、
登
記
は
追
求
権
を
維
持
す
る
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

妻
は
、
優
先
権
を
第
三
者
（
妻
又
は
夫
の
債
権
者
）
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
11
（

。
優
先
権
譲
渡
は
、
一
八
五
五
年
法
九
条
一
項
に
よ
り

公
署
証
書
に
よ
り
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
一
八
五
五
年
法
九
条
一
項
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
解
す
る
見
解

）
11
（

も
あ
る
が
、
判
例
は
、
優
先
権
譲
渡
は
、
公
署
証
書
に
よ
る
必
要
は
な
く
、
か
つ
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
（
一
六
九
〇

条
）
を
具
備
す
れ
ば
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る

）
11
（

。
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⑵　

優
先
権
放
棄

　

法
定
抵
当
権
放
棄
に
よ
っ
て
も
妻
は
優
先
権
を
失
わ
な
い
（
本
節
第
一
款
参
照
）
が
、
妻
は
、
こ
の
優
先
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き

る
）
11
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
夫
は
代
価
の
受
領
又
は
代
金
債
権
の
処
分
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

優
先
権
放
棄
は
明
示
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
黙
示
に
よ
る
優
先
権
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る

）
1（
（

。
実
際
、
一
八
八
九
年

法
四
項
但
書
は
「
代
価
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
取
得
者
が
妻
の
同
意
を
得
て
支
払
い
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
取
得
者
に
対
し

て
再
度
の
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
…
は
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
の
で
、
第
三
取
得
者
が
す
る
、
代
価
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
い
に
つ
き
、

妻
が
同
意
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
は
、
優
先
権
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
が
い
る
場
合
に
お
い
て
、

一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
は
第
三
取
得
者
が
妻
の
権
利
を
代
位
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
る
（
本
節
第
三
款
参
照
）
が
こ
れ
は
優
先
権
放
棄
の

効
果
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、「
代
価
の
全
部
若
し
く
は
一
部
受
領
を
記
載
し
た
譲
渡
証
書
又
は
全
部
若
し
く
は
一
部
受
領
を
記
載
し
た
後
日

の
証
書
へ
の
妻
の
参
加
若
し
く
は
同
意
」
に
よ
っ
て
も
、
優
先
権
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
黙
示
に
よ
る
優
先
権
放

棄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

優
先
権
放
棄
は
公
署
証
書
に
よ
り
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
理
解
が
分
か
れ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
公
署
証
書
に

よ
る
必
要
は
な
い
と
解
さ
れ
る

）
11
（

。
一
八
八
九
年
法
は
、
法
定
抵
当
権
放
棄
（
す
な
わ
ち
追
求
権
の
放
棄
）
に
限
り
、
公
署
証
書
を
要
求
す
る

か
ら
で
あ
る
。

　

優
先
権
放
棄
は
、
公
示
を
し
な
く
と
も
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
11
（

。　

　

妻
が
優
先
権
を
放
棄
し
た
と
き
に
お
い
て
は
、
第
三
取
得
者
が
夫
に
対
し
て
「
代
価
の
全
部
又
は
一
部
」
の
「
支
払
を
し
た
場
合
に
お
い

て
」
も
、「
妻
は
、
取
得
者
に
対
し
て
再
度
の
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
…
は
で
き
」
ず
、
ま
た
、「
妻
は
、
…
他
の
抵
当
権
者
を
害
す
る
こ
と
」

も
で
き
な
い
（
一
八
八
九
年
法
四
項
但
書
）。「
妻
は
、
…
他
の
抵
当
権
者
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
未
払
代
価

に
つ
き
、
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
を
害
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
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し
た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
が
代
価
の
一
部
を
（
売
主
の
）
妻
の
同
意
を
得
た
上
で
売
主
に
支
払
っ
た
後
に
お
い
て
、
代
価
の
残
額
に
つ
き

順
位
配
当
が
開
始
さ
れ
た
と
き
は
、
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
は
、
妻
の
届
出
額
は
妻
の
同
意
を
得
て
夫
が
受
領
し
た
額
を
控
除
し

た
額
に
限
定
さ
れ
る
旨
の
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
11
（

。

　

優
先
権
放
棄
に
よ
り
、
妻
の
権
利
が
消
滅
す
る
場
合
と
、
妻
の
権
利
を
第
三
取
得
者
が
代
位
取
得
す
る
場
合
が
あ
る

）
11
（

。
売
却
不
動
産
の
後

順
位
抵
当
権
者
が
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
優
先
権
放
棄
に
よ
り
優
先
権
は
単
純
に
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当

権
者
が
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
優
先
権
放
棄
に
よ
り
第
三
取
得
者
は
妻
の
権
利
を
代
位
取
得
す
る
（
本
節
第
三
款
参
照
）。

⑶　

代
位

　

一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
は
「
代
価
の
全
部
若
し
く
は
一
部
受
領
を
記
載
し
た
譲
渡
証
書
又
は
全
部
若
し
く
は
一
部
受
領
を
記
載
し
た
後
日

の
証
書
へ
の
妻
の
参
加
若
し
く
は
同
意
に
よ
り
、
取
得
者
は
、
後
順
位
抵
当
権
者
に
先
立
っ
て
、
支
払
額
を
限
度
と
し
て
売
却
不
動
産
を
目
的

と
す
る
法
定
抵
当
権
を
代
位
し
て
行
使
す
る
」
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
が
お
り
、
こ
の
抵
当
権
者
の

抵
当
権
行
使
に
よ
り
第
三
取
得
者
が
不
動
産
の
所
有
権
を
失
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、「
妻
」
が
「
代
価
の
全
部
若
し
く
は
一
部
受
領
を
記
載

し
た
譲
渡
証
書
又
は
全
部
若
し
く
は
一
部
受
領
を
記
載
し
た
後
日
の
証
書
」
に
対
し
て
「
参
加
若
し
く
は
同
意
」
し
て
い
れ
ば
（
す
な
わ
ち
優

先
権
放
棄
を
す
れ
ば
〔
本
節
第
二
款
参
照
〕）、「
取
得
者
」
は
、「
売
却
不
動
産
を
目
的
と
す
る
法
定
抵
当
権
を
代
位
し
て
行
使
す
る
」
こ
と
に

よ
り
、
妻
の
同
意
を
得
て
弁
済
し
た
「
支
払
額
」
を
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
に
優
先
し
て
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、

売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
が
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
優
先
権
放
棄
に
よ
り
、
第
三
取
得
者
は
妻
の
権
利
を
代
位
取
得
す
る

）
11
（

。

　

第
三
取
得
者
は
妻
の
権
利
を
代
位
取
得
す
る
が
、
代
位
取
得
す
る
妻
の
権
利
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
理
解
が
分
か
れ
る
。
一
八
八

九
年
法
五
項
本
文
は
「
法
定
抵
当
権
を
代
位
し
て
行
使
す
る
（em

porte ...subrogation à l'hypothèque légale

）」
と
規
定
す
る
の
で
、

条
文
上
、
第
三
取
得
者
が
代
位
取
得
す
る
権
利
は
法
定
抵
当
権
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
法
定
抵
当
権
代
位
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
実
際
、
こ
の
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よ
う
に
解
す
る
学
説
も
あ
る
（
第
三
章
第
二
節
第
一
款
参
照
）
が
、
一
般
的
に
は
、
第
三
取
得
者
が
代
位
取
得
す
る
権
利
は
優
先
権
で
あ
る

（
す
な
わ
ち
優
先
権
代
位
で
あ
る
）
と
解
さ
れ
る

）
11
（

。

　

法
定
抵
当
権
放
棄
が
譲
渡
証
書
に
記
載
さ
れ
、
か
つ
代
価
の
受
領
も
譲
渡
証
書
に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
領
を
記
載
し
た
証

書
は
当
然
に
公
署
証
書
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
公
署
証
書
で
な
け
れ
ば
、
法
定
抵
当
権
放
棄
そ
の

も
の
が
無
効
だ
か
ら
で
あ
る
（
本
章
第
三
節
第
一
款
参
照
）。
ま
た
、
妻
が
法
定
抵
当
権
放
棄
を
譲
渡
証
書
に
記
載
せ
ず
、
放
棄
が
別
の
証

書
に
後
日
記
載
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
後
日
の
証
書
に
受
領
を
記
載
し
た
と
き
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
こ
の
後
日
の
証
書
は
公
署

証
書
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

。
問
題
は
、
法
定
抵
当
権
放
棄
は
譲
渡
証
書
に
記
載
さ
れ
た
が
、
代
価
の
受
領
の
み
が
別
の
証
書
に
後
日
記
載

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
代
位
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
後
日
の
証
書
は
公
署
証
書
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
一
八
八
九
年
法
五
条
本
文
の
「
代
位
」
を
法
定
抵
当
権
代
位
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
八
五
五
年
法
九
条
一
項
に
よ
り
公

署
証
書
が
要
求
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る

）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
優
先
権
放
棄
は
公
署
証
書
に
よ
る
必
要
は
な
い
と
解
す
る
見
解
（
本
節
第
二

款
参
照
）
は
、
受
領
を
確
認
す
る
証
書
に
つ
い
て
も
、
公
署
証
書
に
よ
る
必
要
は
な
い
と
解
す
る

）
11
（

。

　

一
八
八
九
年
法
五
条
本
文
の
「
代
位
」
を
法
定
抵
当
権
「
代
位
」
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
取
得
者
が
法
定
抵
当
権
代
位
者
に
代

位
を
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
一
八
五
五
年
法
九
条
一
項
の
公
示
が
必
要
で
あ
る

）
1（
（

。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
第
三
取
得
者
は
、
一
八
八
九
年

法
一
項
の
公
示
を
し
さ
え
す
れ
ば
、
法
定
抵
当
権
代
位
者
に
代
位
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
（
本
章
第
三
節
第
二
款
参
照
）。

　

第
三
取
得
者
が
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
公
示
は
必
要
と
さ
れ
な
い

）
11
（

。
妻
が

優
先
権
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
公
示
が
課
さ
れ
な
い
（
本
節
第
一
款
参
照
）
以
上
、
こ
れ
を
代
位
取
得
す
る
に
す
ぎ
な
い
第
三
取
得
者

も
同
様
に
解
す
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

一
八
八
九
年
法
五
項
但
書
は
、「
取
得
者
は
、［
一
八
五
五
年
法
第
九
条
］
第
一
項
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
、
代
位
に
よ
り
、
夫
の
他
の
不
動

産
を
目
的
と
す
る
妻
の
法
定
抵
当
権
の
譲
受
人
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
の
で
、
第
三
取
得
者
は
、
一
八
五
五
年
法
九
条
一
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論　説

882

項
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
「
夫
の
他
の
不
動
産
を
目
的
と
す
る
妻
の
法
定
抵
当
権
の
譲
受
人
」
に
代
位
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ

ろ
で
、
第
三
取
得
者
は「
夫
の
他
の
不
動
産
」に
対
し
て
権
利
を
取
得
し
な
い
の
で
、「
夫
の
他
の
不
動
産
」に
つ
き
、
第
三
取
得
者
の
権
利
と「
妻

の
法
定
抵
当
権
の
譲
受
人
」
の
権
利
の
、
い
ず
れ
が
優
先
す
る
か
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
八
八
九
年
法
五
項
但

書
は
、
そ
も
そ
も
、
何
を
想
定
し
た
規
定
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
紙
数
の
都
合
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る

）
11
（

。

　
（
54
）　n

°658. 

　
（
55
）　n

°663.

　
（
56 

）　

も
っ
と
も
、
一
八
八
九
年
法
四
項
本
文
は
優
先
権
の
存
続
を
推
定
す
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
明
し
た
場
合
に
お

い
て
は
、
法
定
抵
当
権
放
棄
に
よ
り
優
先
権
も
消
滅
す
る
（n

°664.

）。

　
（
57 

）　

追
求
権
消
滅
後
に
お
け
る
優
先
権
の
存
続
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
一
つ
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
法
定
抵
当
権
の
滌
除
（
香
山
「
登
記
」
一
八
―
一
九
、

香
山
「
滌
除
」
七
五
―
七
六
参
照
）
等
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
法
定
抵
当
権
放
棄
の
場
合
に
お
い
て
は
、
滌
除
の
場
合
と
は
異
な
り
、
妻
は
、

優
先
権
が
時
効
消
滅
し
な
い
限
り
、
順
位
配
当
等
に
お
け
る
届
出
等
を
す
る
こ
と
な
く
、
夫
が
第
三
取
得
者
に
対
し
て
有
す
る
代
金
債
権
等
に
つ
き
優

先
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（Cf. n

°666
）。

　
（
58 

）　n

°666 et n

°667.

と
こ
ろ
で
、
代
価
の
受
領
又
は
代
金
債
権
の
処
分
に
つ
き
「
妻
の
同
意
」
が
必
要
と
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
夫
の
固
有
財

産
及
び
共
通
財
産
に
つ
き
夫
が
管
理
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
一
八
〇
四
年
法
の
原
則
（「
夫
婦
財
産
集
中
管
理
」
の
原
則
）（
香
山
「
帰
趨
」
五
一
一

頁
参
照
）
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
（En ce sens, W

able, n
°135.

）
と
の
問
題
が
生
じ
る
（Cf. n

°667.

）。

　
（
59
）　n

°659.

　
（
60
）　n

°660.

註
（
44
）
及
び
註
（
45
）
参
照
。

　
（
61
）　

香
山
「
登
記
」
四
参
照
。

　
（
62
）　

香
山
「
登
記
」
二
三
―
三
〇
参
照
。

　
（
63
）　

香
山
「
登
記
」
九
―
一
六
参
照
。

　
（
64
）　Civ. 26 août 1862, D

. 1862. 1. 344, S. 1862. 1. 920.- n

°661.

　
（
65
）　n

°666 et n

°671.

　
（
66
）　

香
山
「
登
記
」
九
参
照
。

（法政研究 85－３・４－106）



民法三七五条一項に対するフランス一八八九年二月一三日法の影響（香山）

883

　
（
67
）　n

°681.  
　
（
68
）　n

°681.
　
（
69
）　Req. 11 juin 1894, D

. 1895. 1. 537, S. 1898. 1. 483.- Cézar- Bru, pp. 119 et s; D
alm

bert, p. 359; T
issier, n

°22; W
able, n

°140.

　
（
70
）　n
°670.

　
（
71
）　n
°670.

　
（
72
）　n

°670. En sens contraire, Baudry- Lacantinerie, t. III, n

°1241 bis.

　
（
73
）　n

°671.

　
（
74
）　n

°672.

　
（
75
）　n

°673.

　
（
76
）　n

°673.

　
（
77
）　n

°673.

法
定
抵
当
権
代
位
と
解
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
註
（
87
）
参
照
。

　
（
78
）　n

°674.

　
（
79
）　Cf. W

able, n

°149.

　
（
80
）　n

°674.

　
（
81
）　Baudry- Lacantinerie, t. III, n

°1241 bis.
註
（
49
）
参
照
。

　
（
82
）　n

°675.

　
（
83
）　Cf. nos 677 et s.

三　

検
討

１　

序
論

　

一
八
八
九
年
法
は
、
抵
当
権
者
が
す
る
、
第
三
取
得
者
の
た
め
の
抵
当
権
処
分
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
抵
当
権
者
が
す
る
、
債
権
者

（85－３・４－107）
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（
抵
当
権
者
の
債
権
者
又
は
「
同
一
ノ
債
務
者
ニ
対
ス
ル
他
ノ
債
権
者
」）
の
た
め
の
抵
当
権
処
分
を
規
定
す
る
三
七
五
条
一
項
と
本
質
的

な
点
に
お
い
て
異
な
る
。
し
か
し
、
処
分
の
相
手
方
が
抵
当
権
者
の
権
利
を
取
得
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
（
第
二
章
第
四
節
第
三
款
参
照
）

や
、
放
棄
が
絶
対
的
放
棄
で
な
い
こ
と
（
第
二
章
第
四
節
第
一
款
参
照
）
な
ど
、
一
八
八
九
年
法
に
は
、
三
七
五
条
一
項
と
の
類
似
点
も
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
八
八
九
年
法
が
三
七
五
条
一
項
に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

本
章
に
お
い
て
は
、
三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有
無
に
つ
き
検
討
す
る
。

２　

三
七
五
条
一
項
前
段
処
分

　

三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
が
法
定
抵
当
権
代
位
を
準
則
化
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
明
ら

か
に
し
た

）
11
（

。
問
題
は
、
そ
れ
が
、
一
八
五
五
年
法
九
条
と
と
も
に
、
一
八
八
九
年
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
き
、
法
典
調
査
会
に
お
け
る
原
案
三
七
〇
条
の
冒
頭
説
明
に
お
い
て
、
梅
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
法
定
抵
当
権
代
位
（
梅
の
い
う
「
抵
当
ノ

譲
渡
」
は
法
定
抵
当
権
代
位
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
を
認
め
る
こ
と
を
理
由
に
、
原
案
三
七
〇
条
一
項
前
段
処
分
（
し
た
が
っ
て
三
七

五
条
一
項
前
段
処
分
）
を
認
め
た
と
述
べ
つ
つ

）
11
（

、
法
定
抵
当
権
代
位
を
認
め
た
フ
ラ
ン
ス
法
の
一
つ
と
し
て
、
一
八
八
九
年
法
を
あ
げ
る
。

す
な
わ
ち
、「
現
ニ
仏
蘭
西
［
の
］
法
律
ニ
於
テ
ハ
夫
レ
ヲ
許
サ
ヌ
ト
云
フ
所
カ
ラ
実
際
ニ
不
便
ヲ
感
ジ
テ
彼
ノ
妻
ノ
法
律
上
デマ

マ

抵
当
ノ
如

キ
ハ
夙
ニ
譲
渡
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
学
者
デ
モ
段
々
認
メ
ル
ヤ
ウ
ニ
為
リ
又
裁
判
例
デ
モ
認
メ
テ
居
ル
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
［
。］

遠
キ
千
八
百
五
十
二
年
ノ
勅
令
、
千
八
百
五
十
二マ

マ

年
ノ
登
記
法
〔
一
八
五
五
年
法
〕
夫
レ
カ
ラ
近
キ
ハ
千
八
百
八
十
九
年
ノ
単
独
法
［
。］

恰
度
妻
ノ
法
律
上
ノ
抵
当
ノ
譲
渡
ニ
関
ス
ル
箇
条
ガ
改
正
ニ
為
リ
マ
シ
タ
［
。］
夫
レ
ラ
ニ
於
テ
モ
皆
認
メ
テ
居
ル
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス

）
11
（

」。

か
り
に
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
に
対
し
て
具
体
的
に
影
響
を

与
え
る
可
能
性
の
あ
る
条
文
は
、
妻
の
権
利
の
「
代
位
」
取
得
を
認
め
る
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
（
第
二
章
第
四
節
第
三
款
参
照
）
に
限
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ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
代
位
」
に
つ
い
て
の
起
草
者
の
理
解
は
不
明
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す

る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有
無
に
つ
き
、
起
草
者
が
、
こ
の
「
代
位
」
を
法
定
抵
当
権
「
代
位
」
と
理
解
し
た
場
合
（
第
一
款
）
と
、
優

先
権
「
代
位
」
と
理
解
し
た
場
合
（
第
二
款
）
と
で
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴　

一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
法
定
抵
当
権
代
位
と
理
解
し
た
場
合

　
「
千
八
百
五
十
二マ

マ

年
ノ
登
記
法
〔
一
八
五
五
年
法
〕
夫
レ
カ
ラ
近
キ
ハ
千
八
百
八
十
九
年
ノ
単
独
法
［
。］
恰
度
妻
ノ
法
律
上
ノ
抵
当
ノ

譲
渡
〔
法
定
抵
当
権
代
位
〕
ニ
関
ス
ル
箇
条
ガ
改
正
ニ
為
リ
マ
シ
タ
［
。］
夫
レ
ラ
ニ
於
テ
モ
皆4

認
メ
テ
居
ル
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
述
べ

る
梅
の
言
説
を
根
拠
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
起
草
者
は
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
一
八
五
五
年
法
九
条
の
「
代
位
」
と
同
一

の
も
の
、
す
な
わ
ち
法
定
抵
当
権
代
位
で
あ
る
と
理
解
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
、
梅
の
言
説
に
最
も
素
直
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一

八
八
九
年
法
五
項
本
文
は
「
法
定
抵
当
権
を
代
位
し
て
行
使
す
る
」
と
規
定
す
る
の
で
、
こ
の
理
解
は
条
文
に
忠
実
な
も
の
に
、
ほ
か
な
ら

な
い
。
ま
た
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
学
説
に
お
い
て
も
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
（Gabriel BA

U
D

RY
- LA

CA
N

T
IN

ERIE, 

1837-1913

）
は
、
そ
れ
を
法
定
抵
当
権
代
位
と
理
解
す
る

）
11
（

。
と
こ
ろ
で
、
一
八
八
九
年
か
ら
一
八
九
四
年
に
公
刊
さ
れ
た
、
一
八
八
九
年
法

に
言
及
す
る
代
表
的
な
体
系
書
・
論
文
等
に
お
い
て
、
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
法
定
抵
当
権
代
位
と
解
す
る
の
は
管
見
の

限
り
に
お
い
て
は
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
の
み
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
法
定

抵
当
権
代
位
で
あ
る
と
理
解
し
た
場
合
に
お
い
て
、
起
草
者
が
条
文
以
外
の
何
ら
か
の
体
型
書
を
参
考
に
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ボ
ー

ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
の
著
作
（BA

U
D

RY
- LA

CA
N

T
IN

ERIE （G. 
）, Précis de D

roit civil, troisièm
e édition, t. III, Paris, 

1889 ou quatrièm
en édition, t. III, Paris, 1893.

）
で
あ
る
可
能
性
が
、
き
わ
め
て
高

）
11
（

い
）
11
（

。

　

起
草
者
が
一
八
八
九
年
法
五
項
の
「
代
位
」
を
一
八
五
五
年
法
九
条
と
同
様
に
法
定
抵
当
権
「
代
位
」
と
理
解
し
た
場
合
に
お
け
る
、
三

七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
肯
定
も
否
定
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
処
分
の
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相
手
方
こ
そ
異
な
る
が
、
一
八
五
五
年
法
九
条
と
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
は
、
い
ず
れ
も
法
定
抵
当
権
代
位
を
規
定
す
る
以
上
、
法
定
抵

当
権
代
位
の
影
響
を
受
け
た
三
七
五
条
一
項
前
段
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し

か
し
、
一
八
五
五
年
法
九
条
は
法
定
抵
当
権
「
代
位
」
に
よ
る
債
権
者
の
権
利
取
得
を
、
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
は
法
定
抵
当
権
「
代
位
」

に
よ
る
第
三
取
得
者
の
権
利
取
得
を
規
定
す
る
の
で
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す
る
影
響
が
肯
定
さ
れ
る
法
律
は
、
三
七
五
条
一
項

前
段
と
同
様
に
債
権
者
の
権
利
取
得
を
規
定
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
に
限
ら
れ
る
と
解
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分

に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
を
否
定
す
る
）
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
よ
せ
、
理
論
的
に
は
、
い
ず
れ
の
理
解
も
可
能
で
あ

り
、
こ
の
点
に
つ
き
、
起
草
者
の
言
説
等
を
根
拠
に
明
確
な
結
論
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑵　

一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
優
先
権
代
位
と
理
解
し
た
場
合

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
八
八
九
年
か
ら
一
八
九
四
年
ま
で
の
多
数
説
は
、
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
優
先
権
代
位
と
解
す

る
（
第
二
章
第
四
節
第
三
款
参
照
）。
一
八
九
四
年
に
公
刊
さ
れ
たJurisprudence générale, Supplém

ent au repertoire m
éthodique 

et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence

の
第
一
四
巻
のPrivilèges et hypothèques

の
項
目
に
お
い
て
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
条
文
の
文
言
と
は
異
な
り
、
第
三
取
得
者
が
代
位
し
て
行
使
す
る
権
利
は
、
優
先

権
で
し
か
な
く
、
法
定
抵
当
権
で
は
な
い
。［
実
際
、］
追
求
権
は
［
す
で
に
法
定
抵
当
権
放
棄
に
よ
り
］
消
滅
し
て
い
る
。
追
求
権
に
つ
い

て
は
、［
す
で
に
］
滌
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
が
代
位
行
使
す
る
権
利
は
、
優
先
権
で
あ
り
、
優
先
権

で
し
か
な
い

）
11
（

」。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
き
、
当
時
の
通
説
に
し
た
が
い
、
起
草
者
は
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の「
代
位
」を
優
先
権「
代
位
」

と
理
解
し
た
と
解
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
確
か
に
起
草
者
は
一
八
八
九
年
法
は
法
定
抵
当
権
代
位
を
認
め
た
と
述

べ
る
（
本
節
第
一
款
参
照
）
が
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
に
お
い
て
は
、
妻
の
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
の
合
意
の
総
称
と
し
て
法
定
抵

当
権
代
位
（
広
義
の
法
定
抵
当
権
代
位
）
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
（
第
一
章
第
一
節
参
照
）、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
八
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八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
「
抵
当
ノ
譲
渡
」
と
表
現
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
梅
が
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代

位
」
を
一
八
五
五
年
法
九
条
の
「
代
位
」
と
同
一
の
も
の
と
解
し
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八

五
五
年
法
九
条
の
「
代
位
」
と
一
八
八
九
年
法
五
条
本
文
の
「
代
位
」
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
つ
つ
、
梅
が
一
八
八
九
年
法

五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
「
抵
当
ノ
譲
渡
」
と
表
現
し
た
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

起
草
者
が
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
優
先
権
「
代
位
」
と
理
解
し
た
場
合
に
お
け
る
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す

る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
も
、
肯
定
も
否
定
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
が
法
定
抵
当

権
代
位
を
規
定
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
法
定
抵
当
権
代
位
の
影
響
を
受
け
た
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響

を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
は
広
義
の
法
定
抵
当
権
代
位
に
含
ま

れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
は
広
義
の
法
定
抵
当
権
代
位
の
影
響
を
受
け
た
と
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
論
的
に
は
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
を
肯
定
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
理
論
的
に
は
、
い
ず
れ
の
可
能
性
も
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
（
84
）　

香
山
「
影
響
」
三
五
〇
頁
・
三
五
四
頁
参
照
。

　
（
85
）　

香
山
「
影
響
」
三
四
九
―
三
五
〇
頁
参
照
。

　
（
86
）　
『
商
事
法
務
版
』
二
巻
八
三
四
頁
。

　
（
87 

）　Baudry- Lacantinerie, t. III, n

°1241 bis.

ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
は
「
代
位
に
よ
り
第
三
取
得
者
に
移
転
し
た
抵
当
権

4

4

4

（L’hypothèque 
transm

ise à l'acqureur par voie de subrogation

）」
と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
直
前
に
お
い
て
、
か
れ
は
「
妻
の
優
先
権
を
代
位
行
使
す

る
者
と
し
て
（com

m
e subrogé au droit de preférence de la fem

m
e

）」
と
も
述
べ
る
が
、
一
八
八
九
年
法
五
条
本
文
の
「
代
位
」
を
法
定
抵

当
権
「
代
位
」
と
理
解
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
取
得
者
は
、
代
位
を
第
三
者
（
法
定
抵
当
権
代
位
者
）
に
対
抗
す
る
た
め
に
一
八
五
五
年
法
九
条

一
項
の
公
示
を
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
一
八
五
五
年
法
九
条
一
項
の
公

（85－３・４－111）
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示
が
必
要
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
（
註
（
81
））、
こ
れ
は
、
か
れ
が
、
一
八
八
九
年
法
五
条
本
文
の
「
代
位
」
を
法
定
抵
当
権
「
代
位
」
と
理
解
す
る

か
ら
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
が
一
八
八
九
年
法
五
条
本
文
の
「
代
位
」
を
法
定
抵
当
権
代
位
と
解
し
た
と
の
理
解
に
つ

きW
able, n

°149

参
照
。

　
（
88 
）　

一
八
八
九
年
か
ら
一
八
九
四
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
仏
語
資
料
の
う
ち
、
一
八
八
九
年
法
を
対
象
と
す
る
論
文
等
は
少
な
く
な
い
が
、
一
八
八
九

年
法
に
言
及
す
る
代
表
的
な

4

4

4

4

体
系
書
と
し
て
は
、
本
文
で
あ
げ
た
①BA

U
D

RY
- LA

CA
N

T
IN

ERIE 

（G. 

）, Précis de D
roit civil, troisièm

e 
édition, t. III, Paris, 1889 et quatrièm

en édition, t. III, Paris, 1893

（
本
稿
は
第
四
版
を
用
い
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
第

三
版
の
同
一
箇
所
に
は
同
一
の
記
述
が
あ
る
）
の
他
に
、
②CO

LM
ET

 D
E SA

N
T

ERRE 

（E. 

）, M
anuel élém

entaire de D
roit civil, tom

e 
troisièm

e, deuxièm
e édition, Paris, 1892

、
③M

O
U

RLO
N

 

（Fr. 

） et D
EM

A
N

GEA
T

 

（Ch. 

）, R
épétitions écrites sur le Code civil, 

contenant l’exposé des principes généraux, leurs m
otifs et la solution des questions théoriques, douzièm

e édition, tom
e troisièm

e, 
Paris, 1892

が
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ル
メ
・
ド
・
サ
ン
テ
ー
ル
（Edm

ond CO
LM

ET
 D

E SA
N

T
ERRE, 1821-1903

）
の
著
書
も
、
死
後
に
補
訂
さ

れ
て
出
版
さ
れ
た
ム
ー
ロ
ン（Frédéric M

O
U

RLO
N

, 1811-1866

）の
著
作
も
、
一
八
八
九
年
法
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
記
述
が
あ
る
の
み
で
あ
る（
③

に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
）。
し
た
が
っ
て
、
原
案
三
七
〇
条
一
項
の
起
草
に
あ
た
り
、
一
八
八
九
年
法
に
つ
き
、

条
文
の
他
に
、
起
草
者
が
何
ら
か
の
体
系
書
を
参
照
し
た
と
す
れ
ば
、
起
草
者
が
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
「
代
位
」
を
法
定
抵
当
権
代
位
と
解
し

た
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
そ
れ
は
①
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

な
お
、D

EM
A

N
T

E 

（A
. M

.

）, et CO
LM

ET
 D

E SA
N

T
ERRE 

（E. 

）, Cours analytique de Code civil, deuxièm
e édition, tom

e neuvièm
e, 

Paris, 1889

は
、
出
版
年
こ
そ
一
八
八
九
年
で
あ
る
が
、
一
八
八
九
年
法
の
記
載
を
含
ま
な
い
。

　
（
89 

）　

法
定
抵
当
権
放
棄
の
効
果
に
よ
り
第
三
取
得
者
が
妻
の
権
利
を
代
位
取
得
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
八
八
九
年
法
以
前
か
ら
判
例
・

学
説
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
（
一
八
八
九
年
法
以
前
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
、
優
先
権
放
棄
で
は
な
く
、
法
定
抵
当
権
放
棄
の
効
果
と
解
さ
れ
る
）

が
、
一
八
八
九
年
法
以
前
の
学
説
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
三
取
得
者
が
代
位
取
得
す
る
権
利
は
法
定
抵
当
権
で
あ
る
と
解
し
た
（A

ubry et Rau, 
tom

e troisièm
e, 

§288 bis, p. 471, texte; M
ourlon, subrogations, p. 609.

）。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
起
草
者
は
、
一
八
八
九
年
法
五
条
本
文

の
「
代
位
」
を
、
一
八
八
九
年
法
以
前
の
学
説
に
し
た
が
っ
て
法
定
抵
当
権
代
位
と
理
解
し
た
と
解
す
る
こ
と
も
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
（
90 

）　Jur., gén., Supplém
ent, v

°Privilèges et hypothèques, n

°673. En ce sens, W
able, n

°143; D
alm

bert, p. 360; Cezar- Bru, p. 157; 
T

issier, n

°23.

未
見
で
あ
る
が
、
す
で
にESCO

RBIA
C, Com

m
entaire de la loi du 13 février 1889

も
同
様
の
理
解
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
（Cf. W

able, n

°143, p. 164, note 1.

）。 　
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３　

抵
当
権
譲
渡

　

原
案
三
七
〇
条
一
項
は
「
抵
当
権
者
ハ
其
抵
当
権
ヲ
以
テ
他
ノ
債
権
ノ
担
保
ト
為
シ
又
同
一
ノ
債
務
者
ニ
対
ス
ル
他
ノ
債
権
者
ノ
利
益
ノ

為
メ
其
抵
当
権
ヲ
放
棄
シ
又
ハ
其
順
位
ノ
ミ
ヲ
譲
渡
シ
若
ク
ハ
放
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
、
抵
当
権
譲
渡
を
規
定
し
な
い
が
、
こ
れ

は
抵
当
権
譲
渡
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
梅
は
、
抵
当
権
譲
渡
は
原
案
三
七
〇
条
一
項
前
段
処
分
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
た

）
1（
（

。
と
こ

ろ
で
、
三
七
五
条
一
項
前
段
と
原
案
三
七
〇
条
一
項
前
段
は
同
一
で
あ
る
の
で
、
か
り
に
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す
る
一
八
八
九
年

法
の
影
響
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
案
三
七
〇
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
が
肯
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
抵

当
権
譲
渡
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
も
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
（
逆
も
同
様
で
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有

無
に
つ
き
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
と
抵
当
権
譲
渡
は
常
に
同
じ
結
論
に
な
る
（
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の

影
響
の
有
無
に
つ
い
て
は
本
章
第
二
節
参
照
）。

　
（
91
）　

香
山
「
影
響
」
三
五
三
頁
参
照
。

４　

抵
当
権
順
位
譲
渡

　

抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、

理
論
的
に
は
、
肯
定
も
否
定
も
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有
無
に
つ
き
、
抵
当

権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
を
肯
定
し
た
場
合
（
第
一
款
）
と
、
否
定
し
た
場
合
（
第
二
款
）
と
で
分
け
て
考
え
な

（85－３・４－113）
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴　

抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
を
肯
定
し
た
場
合

　

抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
を
肯
定
し
た
場
合

）
11
（

に
お
い
て
は
、
抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法

の
影
響
の
有
無
に
つ
き
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
（
本
章
第
二
節
参
照
）
及
び
抵
当
権
譲
渡
（
本
章
第
三
節
参
照
）
と
同
じ
結
論
に
な

る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
す
な
わ
ち
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
も
肯
定
さ
れ
る
〔
逆
も
同
様
で
あ
る
〕）。
な
ぜ
な
ら
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
、

抵
当
権
譲
渡
及
び
抵
当
権
順
位
譲
渡
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の

抵
当
権
処
分
は
、
い
ず
れ
も
同
一
の
法
律
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

⑵　

抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
を
否
定
し
た
場
合

　

抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
を
否
定
し
た
場
合

）
11
（

に
お
い
て
は
、
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
が
「
代
位
」
を
規

定
す
る
と
は
い
え
、
起
草
者
が
、（
理
論
的
に
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、）
抵
当
権
順
位
譲
渡
に
つ
き
、
も
っ
ぱ
ら
一
八
八
九
年
法

五
項
本
文
の
影
響
を
受
け
た
と
は
考
え
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
を
否
定
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
同
じ
く
一
八
八
九
年
法
の
影
響
も
否
定
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
92
）　

香
山
「
影
響
」
三
五
五
頁
参
照
。

　
（
93
）　

香
山
「
影
響
」
三
五
五
―
三
五
六
頁
参
照
。
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５　

抵
当
権
放
棄
及
び
抵
当
権
順
位
放
棄

　

三
七
五
条
一
項
後
段
の
「
放
棄
」（
抵
当
権
放
棄
及
び
抵
当
権
順
位
放
棄
）
に
よ
り
「
他
ノ
債
権
者
」
は
（
一
八
五
五
年
法
九
条
の
「
放
棄
」

と
異
な
り
）
抵
当
権
者
の
抵
当
権
又
は
抵
当
権
順
位
の
譲
渡
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
（
す
な
わ
ち
三
七
五
条
一
項
後
段
に
お
い
て
は
「
譲

渡
」
と
「
放
棄
」
は
区
別
さ
れ
る
）
が
、
こ
の
よ
う
な
処
分
の
形
態
を
認
め
る
こ
と
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有
無
が
問
題
と
な

る
（
第
一
款
）。
ま
た
、
三
七
五
条
一
項
後
段
が
絶
対
的
放
棄
で
は
な
い
放
棄
（
非
絶
対
的
放
棄
）
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
一
八
八

九
年
法
の
影
響
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
款
）。

⑴　

抵
当
権
放
棄
及
び
抵
当
権
順
位
放
棄
の
処
分
形
態
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響

　

抵
当
権
放
棄
及
び
抵
当
権
順
位
放
棄
の
処
分
形
態
に
対
す
る
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
は
否
定
さ
れ
る

）
11
（

。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
処
分

形
態
に
つ
き
、
放
棄
の
相
手
方
が
異
な
る
と
は
い
え
同
じ
く
「
放
棄
」
を
規
定
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

が
問
題
と
な
る
。

　

妻
が
第
三
取
得
者
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
り
法
定
抵
当
権
の
追
求
権
は
消
滅
す
る
が
、
優
先
権
は
消

滅
し
な
い
（
一
八
八
九
年
法
一
項
及
び
四
項
）（
第
二
章
第
四
節
第
一
款
参
照
）。
そ
し
て
、
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
が
存
在
す
る

場
合
に
お
い
て
、
妻
が
存
続
す
る
優
先
権
を
放
棄
し
た
と
き
は
、「
取
得
者
は
、
…
法
定
抵
当
権
を
…
行
使
す
る
」（
一
八
八
九
年
法
五
項
本

文
）
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
章
第
四
節
第
三
款
参
照
）。
第
三
取
得
者
が
「
行
使
す
る
」
権
利
が
優
先
権
で
あ
る
か
法
定
抵
当
権
で
あ
る
か

に
つ
い
て
は
理
解
が
分
か
れ
る
（
第
二
章
第
四
節
第
三
款
・
本
章
第
一
節
参
照
）
が
、
い
ず
れ
に
よ
せ
、
優
先
権
放
棄
に
よ
り
、
第
三
取
得

者
は
妻
の
権
利
を
取
得
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
り
に
三
七
五
条
一
項
後
段
の
「
放
棄
」
が
一
八
八
九
年
法
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
の
影
響
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
優
先
権
放
棄
が
、
ど
の
よ
う
な
形
態
の
処
分
で
あ
る
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の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
は
、
第
三
取
得
者
は
、
妻
の
権
利
（
法
定
抵
当
権
又
は
優
先
権
）
を
「
代4

位
し
て

4

4

4

行
使
す
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
特
別
な
場
合
に
お
い
て
は
、

…
取
得
者
の
た
め
の
代
位
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
法
律
は
、
…
当
事
者
の
意
思
を
解
釈
し
て
、
取
得
者
に
代
位
を
認
め
る
。
譲
渡
不

動
産
に
つ
き
、
妻
の
法
定
抵
当
権
よ
り
も
後
順
位
の
抵
当
権
が
他
に
も
存
在
す
る
場
合
が
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。［
実
際
、
不
動
産
の
］
譲

渡
は
、
こ
の
抵
当
権
に
つ
き
、
な
ん
の
影
響
も
与
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
抵
当
権
者
は
、
無
傷
な
ま
ま
、
自
己
の
権
利
を
有
し
続
け

る
。［
と
こ
ろ
で
、］
こ
の
抵
当
権
者
が
、
抵
当
権
を
行
使
し
て
不
動
産
の
差
押
え
を
し
、
弁
済
を
受
け
る
た
め
に
不
動
産
を
競
り
で
売
却
し

た
と
す
る
。［
こ
の
場
合
に
お
い
て
、］
競
売
代
価
に
つ
き
、
取
得
者
は
、
妻
の
優
先
権
を
代
位
行
使
す
る
者
と
し
て
、
…
優
先
的
順
位
決
定

4

4

4

4

4

4

4

（collocation en prem
ière ligne

）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
動
産
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
取
得
者
は
、
少
な
く

と
も
［
支
払
済
み
］
代
価
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
」（
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ

）
11
（

）。
つ
ま
り
、
第
三
取
得
者
は

妻
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
が
規
定
す
る
「
放
棄
」
と
、
三
七
五
条
一
項
後
段
が
規
定
す
る
「
放

棄
」
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
処
分
の
形
態
に
つ
き
、
抵
当
権
放
棄
及
び
抵
当
権
順
位
放
棄
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
五
項

本
文
（
し
た
が
っ
て
一
八
八
九
年
法
）
の
影
響
は
否
定
さ
れ
る
。

⑵　

非
絶
対
的
放
棄
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
一
八
八
九
年
法
の
影
響

　

梅
は
、
三
七
五
条
一
項
後
段
の
「
放
棄
」
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
三
七
五
条
一
項
後
段
の
「
放
棄
」
は
「
絶
対

ニ
…
ス
ル
ノ
デ
ナ
ク
或
ル
人
ノ
利
益
ニ
付
テ
ノ
ミ
…
ス
ル
」「
放
棄
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
「
仏
蘭
西
杯
デ

ハ
明
文
ガ
ナ
カ
ツ
タ
為
メ
ニ
大
変
疑
問
ヲ
惹
起
シ
マ
シ
タ
［
。］
今
日
デ
ハ
先
刻
申
シ
タ
ヨ
ウ
ナ
明
文
ガ
不
完
全
ナ
ガ
ラ
モ
ア
リ
マ
ス
ケ
レ

ド
モ
元
ト
ハ
丸
デ
無
カ
ツ
タ
為
メ
ニ
大
変
疑
問
ヲ
惹
起
シ
タ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス

）
11
（

」。
こ
の
言
説
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
三
七
五
条
一
項
後

段
が
認
め
る
「
或
ル
人
ノ
利
益
ニ
付
テ
ノ
ミ
…
ス
ル
」「
放
棄
」
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
は
肯
定
さ
れ
る
。
問
題
は
、
梅
の
い
う
「
不

（法政研究 85－３・４－116）



民法三七五条一項に対するフランス一八八九年二月一三日法の影響（香山）

893

完
全
ナ
ガ
ラ
モ
ア
」
る
「
先
刻
申
シ
タ
ヨ
ウ
ナ
明
文
」
が
、
一
八
五
五
年
法
九
条
に
加
え
て

）
11
（

、
一
八
八
九
年
法
を
指
す
の
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
非
絶
対
的
放
棄
を
認
め
る
こ
と
に
つ
き
、
一
八
八
九
年
法
の
影
響
が
肯
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

一
八
八
九
年
法
一
項
は
「
妻
の
法
定
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
の
取
得
者
の
た
め
に
さ
れ
た
妻
に
よ
る
法
定
抵
当
権
放
棄
は
、
…
法
定
抵
当

権
を
消
滅
さ
せ
、
か
つ
滌
除
に
値
す
る
」
と
規
定
す
る
が
、
四
項
本
文
は
「
妻
は
代
価
に
対
し
て
優
先
権
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
の
で
、

法
定
抵
当
権
放
棄
は
「
絶
対
ニ
…
ス
ル
」「
放
棄
」
で
は
な
い
（
第
二
章
第
四
節
第
一
款
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
法
定
抵
当
権
放
棄
は
第
三
取

得
者
「
ノ
利
益
ニ
付
テ
ノ
ミ
…
ス
ル
」「
放
棄
」
で
あ
る
。
ま
た
、
妻
が
、
法
定
抵
当
権
放
棄
後
に
存
続
す
る
優
先
権
を
放
棄
し
た
と
き
で

あ
っ
て
も
、
売
却
不
動
産
の
後
順
位
抵
当
権
者
が
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
取
得
者
は
妻
の
権
利
（
優
先
権
又
は
法
定
抵
当
権
）
を
代

位
取
得
す
る
（
一
八
八
九
年
法
五
項
本
文
）（
第
二
章
第
四
節
第
三
款
参
照
）
の
で
、
優
先
権
放
棄
も
「
絶
対
ニ
…
ス
ル
」「
放
棄
」
で
は
な
く
、

第
三
取
得
者
「
ノ
利
益
ニ
付
テ
ノ
ミ
…
ス
ル
」「
放
棄
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
八
九
年
法
四
項
本
文
及
び
五
項
本
文
は
、
ま
さ
に

「
絶
対
ニ
…
ス
ル
ノ
デ
ナ
ク
或
ル
人
ノ
利
益
ニ
付
テ
ノ
ミ
…
ス
ル
」「
放
棄
」
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
不
完
全
ナ
ガ
ラ
モ
ア
」

る
「
先
刻
申
シ
タ
ヨ
ウ
ナ
明
文
」
が
一
八
八
九
年
法
を
指
す
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
法
典
調
査
会
に
お
け
る
起
草
者
の
言
説

か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
明
確
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
（
94
）　

香
山
「
影
響
」
三
五
七
頁
参
照
。

　
（
95
）　Baudry- Lacantinerie, t. III, n

°1241 bis.

　
（
96
）　
『
商
事
法
務
版
』
二
巻
八
四
一
頁
。

　
（
97 

）　

後
に
三
七
六
条
と
な
る
原
案
三
七
一
条
の
法
典
調
査
会
審
議
に
お
い
て
梅
は
「
仏
蘭
西
杯
デ
［
は
、］
…
或
ル
人
ノ
為
メ
ニ
放
棄
ス
ル
ト
云
ウ
コ
ト

ヲ
譲
渡
ト
同
様
ニ
見
テ
居
リ
マ
ス
」（『
商
事
法
務
版
』
二
巻
八
五
五
頁
）
と
述
べ
る
が
、「
放
棄
」
と
「
譲
渡
」
を
「
同
様
ニ
見
」
る
の
は
ま
さ
に
一
八

五
五
年
法
九
条
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
節
は
、
一
八
五
五
年
法
九
条
に
つ
い
て
の
説
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
梅
は
、
一
八
五
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五
年
法
九
条
の
「
放
棄
」
を
「
或
ル
人
ノ
為
メ
ニ
…
ス
ル
」「
放
棄
」
と
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
不
完
全
ナ
ガ
ラ
モ
ア
」
る
「
先
刻

申
シ
タ
ヨ
ウ
ナ
明
文
」
は
「
或
ル
人
ノ
利
益
ニ
付
テ
ノ
ミ
…
ス
ル
」「
放
棄
」（
す
な
わ
ち
「
或
ル
人
ノ
為
メ
ニ
…
ス
ル
」「
放
棄
」）
を
認
め
た
わ
け
で

あ
る
か
ら
、「
先
刻
申
シ
タ
ヨ
ウ
ナ
明
文
」
は
当
然
に
一
八
五
五
年
法
九
条
を
指
す
。
別
稿
に
お
い
て
、
理
論
的
に
は
、
非
絶
対
的
放
棄
を
認
め
る
こ
と

に
つ
き
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
述
べ
た
（
香
山
「
影
響
」
三
五
八
頁
）
が
、
本
註
を
も
っ
て
、
こ

れ
を
訂
正
す
る
。
な
お
、
理
論
的
に
は
、
抵
当
権
順
位
放
棄
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
を
否
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、

香
山
「
影
響
」
三
五
七
―
三
五
八
頁
参
照
。

四　

結　

論

　

本
稿
は
、
一
八
八
九
年
法
の
概
要
を
詳
ら
か
に
し
た
上
で
（
第
二
章
）、
三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有
無
を
検
討

し
た
（
第
三
章
）。
そ
し
て
、
原
案
三
七
〇
条
一
項
前
段
処
分
（
す
な
わ
ち
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
及
び
抵
当
権
譲
渡
）
に
対
す
る
影
響
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
こ
と
（
第
三
章
第
二
節
・
第
三
節
）、
抵
当
権
順
位
譲
渡
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
こ
と
（
第
三
章
第

四
節
）、
抵
当
権
放
棄
及
び
抵
当
権
順
位
放
棄
の
処
分
形
態
に
対
す
る
影
響
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
（
第
三
章
第
五
節
第
一
款
）、
非
絶
対
的
放
棄

を
認
め
る
こ
と
に
対
す
る
影
響
は
不
明
で
あ
る
こ
と
（
第
三
章
第
五
節
第
二
款
）
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
稿
と
別

稿
の
結
論
（
第
一
章
第
一
節
参
照
）
か
ら
、
三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
三
七
五
条
一
項
前
段
処
分
及
び
抵
当
権
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
五
年
法
の
影
響
は
肯
定
さ
れ
る
が
、
一
八
八
九

年
法
の
影
響
は
不
明
で
あ
る
こ
と
。
抵
当
権
順
位
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
五
年
法
と
一
八
八
九
年
法
の
影
響
は
い
ず
れ
も
不
明
で
あ
る
こ

と
。
抵
当
権
放
棄
及
び
抵
当
権
順
位
放
棄
の
処
分
形
態
に
つ
い
て
は
一
八
五
五
年
法
と
一
八
八
九
年
法
の
影
響
は
い
ず
れ
も
否
定
さ
れ
る
が
、

非
絶
対
的
放
棄
を
認
め
る
点
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
五
年
法
の
影
響
は
肯
定
さ
れ
る
が
、
一
八
八
九
年
法
の
影
響
は
不
明
で
あ
る
こ
と
。

　

三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
り
、
根
拠
と
な
る
梅
の
言
説
が
き
わ
め
て
乏
し
い
こ
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と
と
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
多
く
は
一
八
五
五
年
法
九
条
の
影
響
に
よ
り
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
等
か

ら
、
三
七
五
条
一
項
に
対
す
る
一
八
八
九
年
法
の
影
響
に
つ
き
明
確
な
結
論
を
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
曖
昧
な
も
の
と

な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
ら
か
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
三
七
五
条
一
項
が
認
め
る
五
つ
の
抵
当
権
処
分
に
つ

き
、
一
八
八
九
年
法
の
影
響
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
処
分
が
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
理
論
的
に
は

そ
の
影
響
を
肯
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
八
八
九
年
法
は
三
七
五
条
一
項
に
対
し
て
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
断
言
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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